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は，経済によって与えられることになる。

それだから，経済の謹蔓と技術の進歩との関係につい

ても，技術の進歩を原因として，その結果として経済の

謹要が起ったと説明することは誤りである。例えば後進

国の技術が遅れているのは，その国で需要と資本が不足
していることを切り離しては考えられないように，技術

の進歩を促がす背後には，経済的，社会的な与件が秘め
られていることを忘れてはならない。要するに経済と技

術との間には，次のような基本的関係が存在するのであ
る。

(1)．技術は経済の提出する問題に基づいて生れ出て，か

つ成長してゆくのである。

(2)．技術は経済にたいして生産の可常塞について説明を
与える。

(3)．経済は技術にたいして生産を完成するためにはいか

なる方向をとるべきかの指針を与える。

仏)．技術は経済の提供した問題を事実上解決する。

ついては，北海道国有林の拡大造林計画において，そ

の目標面積113万ヘクタールにたいする樹種別期待面積

の割合を，トドマツ54％，エゾマツ8％，カラマツ38％
としているが，勿論この計画は，現地について立地的に

もその可能性を検討したものではあるが，なお解決しな

ければならない造林技術上の問題点がある。しかし，こ

の計画は収謹量の増大，生産期間の短縮等国民経済上の

強い理由に基づいたものであるから，現状の技術水準に

よってこの計画を修正するよりも，技術の進歩をはかっ

て，この完遂に努めることが先決であると考えられる。

◇林業技術の後進性

日本経済の特徴ほ，先進的な工業部門と後進的な農林
業部門という2つの発展段階が併存している二重性にあ

鰄愚,感撫裟鰯雛笠懲麓
している。

それでも農業は，土地改良と品種改良の技術的成果に
よって，かつては毎年2％程度の成長率を約40年間に

わたって伸長させたこともあり，東南アジア等の後進国

とくらべて，反当収穫は3乃至4倍の増収をあげている

という。

これにたいして林業は，神武以来その生産力は向上し

ていないと極論する人もあるように，過去を通じ依然と

◇経済と技術

「北海道で米が灘れる」と云えば，人はいまさら何だ

と云うだろう。それでも何10年か前は，この問題の可否

をめぐって，俊業技術者の間では，おそらく喧葱たる論

議が繰り返えされたことだろう。勿論，今日の成果は，

絶えざる研究による技術の進歩に負うところ甚だ大きい

と考えられるが，それにも増して農民の生きるための意

欲と努力が，この成功の決定的な要因となっているに違

いない。

考えて難れば，経済を実践する者と，単に技術の研究

にたずさわる者との間には，問題の進必方に大きなへだ

たりがある。すなわち，単なる研究者は事実を確かめ得

るまでは，行動の自由を束縛されているが，経済を実践
する者は，切実な経済的理由から時には可能性を将来に

見越して，行動に移るらざるを得ないこともありうる。

このことは目下国有林が採り上げようとしている拡大造

林にも当てはまることであって，現在の林業技術から考
えて，幾多の未解決の問題を抱えながら，あえて計画を

強行せんとしていることば,国の経済錨蕊に対応した林
業生産力の増強という国民経済上の強い要請があるから

である。

そこで，これについて林業技術者に望むところは，計

画にたいする批判論議ではなく，このような計画をする

に至った絶対性の認識と，これを完遂させるために技術

の進歩をはかることである。少なくとも国有林の経営に

たずさわる林業技術者にたいしては，すでにそのような

責任が課せられているのである。

ここで触れておかねばならないことは〃経済と技術〃

"の関係である。

昔から「必要は発明の母」という諺がある。これを解

釈すれば必要はすなわち人間生活を維持し向上させるた

めの慾望であり，経済はこの生活慾望を充足することに
究極の目標をおいている。また，発明は自然科学の領域
における発見や，この発見を基とした技術の進歩をいう

のである。したがって，この諺の意味は，経済上の必要

が技術上の発明を生むということと，反面，経済上の必

要なくして生れた技術ほ決して育つものではないという

ことである。つまり，技術が解決すべき問題とその方針
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沢 田：拡大造林と林業技術

して低い水準のまま停滞している。その結果，木材の需

要は戦前の2倍以上の1億6,000万石に伸びているの
に，経済資源となりうる既開発林の用材林成長量は，鐘

かに6,500万石に過ぎず，ここでは成長量の3倍にのぼ
る過伐が行われている。

林業生産力のこのような停滞は，林業技術の水準にか

かわる問題ではあるが，およそ技術の発達は，その対象

となる産業の経済性およびその経済的発展性に伴うて進

むものであり，この点これまでの林業について次のよう
なことが指摘される。

(1)．戦前における木材の需給は，国内生産5,000万石，

輪移入1,800万石，輪移出300万石でもって均衡安定

していたので，当時は低位な生産であっても，なんら

問題とならなかった。すなわち，かつての林業の経済

性ば極めて低い状態にあったと云える。

②、林業は多目的な効用を持っていることから，これま

では農業に附帯した林業あるいは国土保全に主調をお

いた林業といったように，林業以外の経済目的または

社会目的を助長する役割が強調されたため，林業の産

業たる主体性が見失しなわれ，このような経営の不安

定性は，林業にたいする積極的な投資を妨げることに

なり，その産業的な発展を停滞させてきたのである。

(8)．従来の林業は徹底した基本蓄積維持の観念に基ず

き，およそ企業経営としては相容れぬ収穫規整の方法

を採ってきたが，このことによっても林業の産業的発

展は妨げられた。

要するに，これまでの林業技術は，その対象となる林

業そのものの低経済性に禍されて発達し得なかったと考

えられる。しかし，今後は低位な生産では追随できない

需要の急増と相まって，林業も積極的に資本の導入をは

かり，産業として経済的に発展する気運にあり，これに

伴って林業技術の格段な進歩を要請せられているのであ
る。

すなわち，林業発展の途は，その生産力の飛臓的な増

大にあって，またその手段の最重点は造林の拡大にある

としている。したがって，林業技術のうちでも造林技術

の革新に最も大きな期待がよせられているのである。

しばしぼ人から聞く話であるが，『ドイツでは，営林

署長は同じところで20年も勤めている。こうでなけれ

ば山ほよくならない」と。この考え方によれば，林業の

経営は，多年にわたり修練を重ね，ひたむきに熱情を傾

倒し得る篤志家でなければならないことになる。少くと

もこれまでの林業についてはそのようなことが云えた。

それはあたかも中世紀の手工業時代に見られたように，

伝統を継承し，一つの仕事に経験を積承重ねた個人的な
専門職の技能を要求しているのである。このように一つ

の作品の仕上げを，一人の間に初めから終りまで頼よろ

うとする作品至上主義では，盗本主義経済下の大規模経

営はこなし切れない。この経営を動かすものは特定個人

の技能ではなく，組織の力であり，合理的に仕組まれた

生産の方法にある。小規模林業も大規模林業も共に篤農

家的経営しか考えなかったところに，林業技術ひいては

林業生産力の停滞があったと思う。

およそ，近代の技術は安価，画一性，大量生産の達成

を指向しているが，産業的発展を目指す林業において

も，このような生産性の向上を要件としなければならな

い。そこで，これからの造林技術は，この要件に基ずい

て単位当りの量的収穫の最大,生産期間の短縮,大面稜

造林，植栽樹種の単純化等の達成を目標としなければな

らない。それにしても，自然的条件を克服することので

きる技術の革新が要求せられるのである。

◇拡大造林の推進策

拡大造林の推進策としては，一にも二にもこの達成を

もたらす技術の革新であり，そのための積極的な研究活

動にある。

林業におけるこれまでの研究は，いわゆる研究室の研
究がそのほとんどであって，企業と直結した研究は余り

見るべきものがなかった。研究室の研究は，いわば個人

の特技を育てる研究であって，このような自由研究の中

から原子力産業の基礎理論も生れてくるが，単なる発見

に止り，技術の進歩をうながし，経済的成果におよぶよ

うなことなく終るものも甚だ多い。

国有林が要求しているものほ，当面の障害を次々に排

除して直ちに経営の発展に役立つ研究である。総ての大

企業が特設の研究機関をもち，つねに営業と結びついた

研究を行って企業繁栄の基としているように，国有林が

負担する研究費は，このような目的研究にの承に使われ

るべきである。．

さらに自由研究のい蓑一つの欠陥ほ，研究の割拠重復

にある。林業技術のように広範囲な科学を対象とするも

のほどうしても綜合研究でなければならない。

したがって，今後進展しようとする拡大造林に対処し

て，これを効果的に達成するための研究活動は，体制化

された研究管理の下において，つねに実行と一体化しつ

つ組織的にかつ強力に推進する必要がある。

そこで，このような国有林の経営活動に即したWI:究活
動は，いかなる形態で行うことがよいかということにな

るが，国有林に直属する研究機関を新たに持つことよ'ウ

も，現在最も整備している林業試験場機構を活用するこ

とがより適切であると考えられる。問題は組織が異なる

二系統の活動をどのように結び合せていくかであるが，

これについては次のような方策が考えられる。

◎拡大造林技術推進棲構

一．体系

1．機関

拡大造林技術推進の棲関として，これを次の2つの系

統に分ける。

(1)．統制機関

との統制機関をさらに中央と地方に分ける。

中央機関は林野庁に設うけ，地方機関は全国を次の
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沢田：拡大造林と林業技術

計画を再検討し，効果的な研究計画実行細目を協議

する。

”研究員の推選

採り上げた各研究項目につき，通焔する研究員を

推選し，これら研究員が所属する機関の長に依頼す

る。部外委嘱者については中央統制機関に具申す

る。

㈲・研究或果の検討

各研究報告を検討し，経営淀およぼす効果につき

意見書を作成し，中央統制機関に提出う-る。

㈱・研究成果の実行化方策の協議

中央の指示に基ずき，研究成果の実行化につきそ

の具体的な方策を協議する。

㈹．その他必要な事項

(3)．地方研究班

この研究班は林業試験場およびその系統機関が統轄

し，組織的な研究活動を行う。

2．運営

(1)．この事業に必要な経費健国有林野事業特別会計が
負担する。

(2)．林業試験場において管理する本|淵係経費は一括委

任の契約により前渡する。

(3)．研究項目およびその成果の検討にあたってば広く

対ﾀ晴識者の意見を求めることができる。

(4)．この研究に必要な試験地は設澄する。

以上拡大造林技術推進のための瀞fについて意見を述
べたのであるが，さらに北海道国有林における拡大造林

に関し，差し当り技術的解明を必要とする研究項目をあ

げれば次のとおりである。

1．トドマツ・エゾマツ・カラマツ造林の綜合研究。

拡大造林目標面積113万ヘクタールにたいする樹種別

期待面積の割合を，トドマツ54％，エゾマツ8％，カ

ラマツ38％と計画しているが，この計画を基として，

需要増大に対処した長期収穫計画がたてられている。し

たがって綜合研究の成果をもって技術の進歩をはかり，

これを完遂して国民経済の発展に資する必要がある。

2．混交林による成長促進試験

期待する主林木の成長をさらに促進するために必要な

混交林についての研究

3．除草剤〔ササ枯殺剤）に関する試験

4．畷鼠・野兎・害虫の防除に関する試験

5．植栽林の凍害防除に関する試験

6．海抜高による械栽限界試験

7．外国樹種の導入に関する試験

8．造林事業の機蜘上に関する試験

要するに現在の技術水準によって，拡大造林を論議す

ることよりも，拡大造林がもたらす国民経済的意義に蕊

ずき，40年間におよぶこの推進の過程において，技術的
解明に努め，この完遂を期したいものである。つまり技
術は経済のよき奉仕者でなければならないからである

5地域に区分し，それぞれ札幌・青森・東京・大阪・

熊本営林局に設うける。

北海道･・北海道一円

東北･…青森・秋田営林局管轄区域一円

中部…･前橋・東京・名､古屋･長野営林局管轄区域

一円

西部…･大阪･高知営林局管轄区域一円

九州…･九州一円

(2)．研究機関

研究の主体ほ林業試験場とその系統機関が当り，各

地区に林業試験場長が統裁する研究班を編成する。

2．構成員

(1)．中央統制機関

林野庁の関係部課長および林業試験場の場長，関係

部課長をもって構成する。

②、地方統制機関

この機関が設置されるところの営林局長,地区内各

営林局の経営部長および地区内各林業試験支場の麦場

長，各部長,分場長ならびに林野庁業務課長,林業試

験本場造林部長をもって構成する。

(3)．地方研究班

林業試験場長が指名する同支場長が統轄し，地区内

の各営林局および各林業試験支場の関係職員をもって

構成する。

二．運営

1．任務

(1)．中央統制機関

ff).政策と技術の調整

国有林の経営政策に関し，この技術的可§雛を検

討し，技術の進歩をはかって経営の発展を錐する。

（ﾛ)．研究項目の決定’

地方統制磯関より具申せられた研究項目を，経営

政策および予算計画と照合して，その採否を決定す

る。

しり．研究成果の確認とその実行化方針の検討

地方統制機関の審議を経て提出せられた研究成果

を最終的に確認し，その実行化の方針を検討する。

月．部外研究者委嘱の審礒

地方統制機関より申請のあった部外研究者委嘱に

ついて審議する。

銅．その他必要な事項

②､地方統制機関

（ｲ)．研究項目・研究計画案・研究予算案の審議

その地区の造林事業実行上当面技術的に解明を必

要とする研究項目につき，その研究計画および所要

経蓋と共に審議し，その結果を取りまとめて中央統

制磯関に具申する。

（ﾛ)．研究計画実行細目の協議

中央で決定せられた研究項目に基ずき，その研究
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造赫推進

民有林

策

北海道

の

奥村
日
Eヨ 次

民有林の拡大生産の可能性をも物語っている。蓄稜にお

いては僅か24％の4億7,600万石にすぎず，一般民有

林に至っては町当平均蓄破，僅ずかに155石という震つ

たく寂しい姿である。畢寛民有林林業は伐採にの糸終始

したという過去の姿をそのまま伝えているのである。

所管別，森林面積，蓄積表

はしがき

民有林人工造林の進度が漸く停滞の傾向を示している

のは北海道とて例外ではなく，造林政紫遂行の当勤堵と

してはまったく頭の痛いととでばあるが，あらゆる推進

の策を尽してその拡大に努力を傾注しているのが実状で

ある。国の造林政策のバック・ボーンについては，林野

庁の浅川造林保護課長が林業解説シリーズ104号で明ら

かにされており，叉北海道道有林のそれについては小倉

道有林課長が本誌189号，1957-11において詳らかにさ

れているので，ここでは主として道有林を除いた所謂

一般民有林について考察してゆきたい。

民有林の林業上の地位

北海道において民有林面積のしめる割合は道有林を含

めて林野面積の40％，約218万町歩である。全国の民

有林野率は70％に達しているのに比すれば北海道の民

有林史はまだ新らしいことを示していると同時に将来の

生

獣蓬念,篭善墓,鶏,零
国有林3,2826011,511,522176460

民有林2,18240476，58924218

閏裏繋‘語菫：裳::繩涯
計5,464[00l1,988,111100365

L

「註」昭30北海道林業統計

国有林中に大学演習林その他官有林を含む。

叉，所有形態を象るに，50町歩以上の大所有者は所有

者数において3％であるが面積においては実に61％で

略を全体の2/3を占めている。これに対して全国では所

有者数において0.3％，面積において22％という僅か

なものでありしたがって，北海道の民有林の所有織造の

特異性は大所有形態に偏重しているといえるであろう。

しかもこの過剰所宥は森林の低位生産性と相俟って森林

経営の粗放さにも一脈通ずるものがあるのである。

6

慮晨
内
区訳
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蓄積

％|町講均謹琴’
林
林
有
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計
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民
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｢註」1957林野庁編林野統計要覧

民有林所有規模別論

所有者．（人）｜所有面積（町）
｢註」○全国は林野庁統計で私有林

の承

○道は道統計で道有林を除外

した一般民有林

○全国は漉有林，道はそれに

市町村有林が入っていてそ

れぞれ統計内容を異にする

が一応の傾向を承るために

使用した。

経営規模
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奥村：北海道における民有林の造林推進策

しかしながら，過去の姿，現在の形はどのようであっ

ても最近の民有林の識謹勘は漸次濁震となり，特に人工

造林においてばまったく眼を奪うようなたのもしい状態

で，ここ数年を経過してきた。

最近の造林のあらまし

いずれにもせよ，最近の民有林の還永進度は箸るしく

まったく画期的な拡大造林時代を現出している。参考ま

でに，北海道第1次総合開発計画（昭一27～昭一31）に

おける民有林の造林実績は，水源林造林を含めて別表の

とおり19万7,500町余に達し現存人工造林地（昭-31

未28万7,800町）の68%にもおよんでいる。つまる

ところ北海道の民有造林地令級配置ほI令級が2/3以上

を占めるということになる。

第1次総合開発計画の造林実綴

（昭一27～昭一31）（単位町）

所春昔の造林進度の低さが目立っている。この理由によ

って後述するように不在地主の造林勧奨という溌深にな

っているのである。

造林規模別実績

造林者面積
’

数｜％｜数％－－－－

｝縦”’8.人鰯町’
16人、

68・

4964,6甥｜

｜｜≦柵窺ｭ磯”
7，761
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7,023

23,860100%30,121町100%
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計

町
０
０
５
１
５

５
０

０
５
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27％
8.122町

100%公

「註」昭一27～昭一31の5カ年平均･
補助，融資，自力造林を含む。
道有林，市町村有林は除外。

叉，造林進度を所管別についてゑると民有林において

は国有林の2/3の面積にすぎないのにかかわらず過去5

カ年間において，実に国有林の3倍の進度を示してい

る。しかも，民有造林の特徴として資本投下形態より象

て少なくとも管理費を見込まない初年度分の造林事業費
の1/2以上は民間資本力零入されておりその後の管理費

は純民間資本によってなされてゆくのである。たとえ，

その資本の一部が自家労力によって置換えされても盗本
形態より象た時，民有林造林は国家的立場よりぶても非
常に重要な役割を果していると謂わざるをえないであろ
う。

所管別造林進度
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「註」実績には補助，融資，自力造林を含む
（）朧適育林識で内数である。

中谷宇吉郎氏の論説で昨年いろいろと謡遁をまいた産
業計画会議の第2次リコメンデーションの中において，

この民有林の造林進度に対しては，非常に高く評価して

"北溢首の総合藤溌は植林によって始まると云っても過

言ではない〃というような褒め方で造休奨励担当者とし
てはうれしいことでほあるが，昭和32年度の造休の停

滞気味を考えるとき，手放しにほ喜ばれず何か面映ゆい
感じがするのは独り塞昔ばかりではないである角。

ところでこの5カ年間の造休を私有林について造林規

模別について分折して承ると造林面積5町歩以下の4､"
擬営林は数において大部分の97％，画賛において73％
にも達している。この中農用林的性絡あるいは自家用林
的造林は大剛鐡において80％，函責において50%麓渡

のものと推定され，民有林の拡大造林にあづかつて力と
なっている。言いかえれば企業的性絡の麹永蹴数におい

て20％，面積において50％を占めているわけである。

造材観模別に過去の造休の内容をみたとき，それば必ら

ずしも前述の所有ｦ罐と方向を一つにしておらず大面識
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北海道林業絞計による。
鬮有林は昭一26～昭一30実績で演習林その
他官有林を含む。
道有林，一般民有林は昭一27～昭一31実績。

｢註」

造林計画のあらまし

民有林の人工面積は昭一31未で28万7,800町，昭一

32未で32万500町になる見込承であるが，これば民有
林面積の15％にすぎない。全国の民有林人工林面積は
森村面積の28％位であるが，これと比較して象ても北
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奥村：北海道における民有林の造林推進策

海道の造林史の浅いことを示している。勿論鍵業政策にかどうかの問題であり，これによって民有林造林が円滑

より開放された造林地も相当鐙あるにはあるが。国の黄な拡大ができるか否かが決定されるのである。企業的に

源政策上の目標として昭和31年度の用材消費量1億採算のとれる利廻りとしてば少なくとも年利6－7分程

6,000万石が昭和70年度には年間の用材消費量は林野度を要求されるであろう。

庁の長鐵見透しとして2億8,000万石に達するものと推褒在一殻民有林の人工造林地の約80％はカラマツで
定されており，この黄源政策より導かれた民有林の造林あるが，これは気象条件の悪い北海道で他の短伐顛の有

計画は，昭和55年末には800万町歩を目標としている用樹種がまだ見当らぬた必民有林業における唯一の撰択

が，北海道における造林政錐もこの国の計画に呼応してされた樹種であると考えられるからである。しかしなが

昭和55年末には民有林面積の約40%の83万町を目ら今後，林木育種事業の進展により他の有力なそしてよ

標としているのである。り短伐期のものが生れてくるときは，当然それにふり代

北海道民有林造林計画（単位，町）
、
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具体的な計画は別表のとおりであるが，さし当り，当ってゆくであろうことが，現在のカラマツに対する被害
面の昭一33～37の北娠首開発第2次5カ年計画においの大いさからゑて明らかである。企薬的に成立するか否
て一識登林22万3,000町及び官行造林6,500町を合わかは木材佃端によっても決定される。現在のカラマツ市
せて22万9,500町の造林を行い，5カ年計画の最終年場価100石，駅土場渡し,10万門内外では企業的に採算
度の昭一37琴には人工造術菌稜53万5,000町を趨戊がとれるかというと頗る凝澗があり，むしろ悲観的な結
することが，我灸に課せられた最大責務でありこれが遂果に終りそうである。

行如何が，将来の資源政策を左右するものとの考えからここで注目したいことは少なくとも，北海道の木凋市
現況をあらゆる角度から検討し強力な造林推進態勢を盤場価絡ば，費源蓄積の88％をもつ国有林と道有林によ
えようとしているのである。って支配されていることであり，しかもその生産材は臆
なお，この長期計画を達成するには天然広葉樹林の伐とんど黄本投下の少ない天然林よりの生産であり，それ

採跡地樟詠種転換により針葉樹の人工林にきりかえるとに従来の販売政策のあまさも加わって不当に低く価格が
同時に，原野,散生地などの造林を推進して人工林の蔵見積られていたのではないかということである。今後の
極的な拡大をはかり，加えて人工造林地の伐採跡地には民有林生産材はほとんど人工造林地より供給されるわけ
確実に碑造林を実施するとともに，人工造林の可能な林である功乱，その木材価絡が天然林生産の国，道有林によ
野は原則として人工林に転換するという方針である。こって愛配されるとなれば道有林としては箸るしくオ荊益
の計画達成の方策ば浅川課長が林業解説シリーズで述べである。しかしこれらの販売政策もようやく引き締めら
られていることとまったく同じである。れる傾向にあり，叉，国，這有林とも林力増強にともな

民有林造林を阻むものい拡大造林政策が強く打出されていることは喜ばしいこ
民有林造林の決定的条件としては造林政策の実施者でとであり，将来の木材価格は少なくとも現行より妥当な
ある我をより募れば謂わば他力本願的な造林であり，個ものに近ずく傾向にあることが期待される。木材価格の
人の意志を左右すべき何ものをも我灸はもっていないと上昇は産業における他の基礎資源たる石炭,髄力,鉄鋼
いうことである。ここに造林政策を行う者の最も困難な等の値上りに比すれば比較的経済界へおよぼす影響は少
問題が存在するわけである。しかしながら最も重要な決ないであろう。

定的因子は北海道において造林事業が企業的に成立する土地所有の不安も民有旅造林を阻む大きな障壁であ
－6－
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奥村：北海道における民有林の造林推進策

(森科画穂約'5万7,000町歩)に対して造林の勧奨を行
ってきているが，その方法の一つとしてアンケート調査

を行ったのでその緯果について少しく調現してその造林

意慾にふれてみたいと思う。

民有林の20町歩以上の不庄地主の割合

る。これの原因の一つは開拓政策に基ずく未墾地買収で

あり他の一つは社会党の農林政策綱領の誤解である。未

墾地買収は国の開拓政策が北海道に集中された感があ
り，過去において相当の行き過ぎもあったようで，これ

に対しては我をも常に開拓政策遂行の当事者ともよく協
議を続けてきており今後とも同様であるが，何れにして

も森林所有者のよき弁護者になってゆきたL,と思ってい

る。末墾地買収との売合の基本的な原因としては北海道
の士鴬湧ﾘ用区分の不明確さにあるわけで，これを重視し
て一昨年来，林野，開拓共同調査により未開発地域の根

釧，天北両地方に論いて土地利用区分のモデル調査を行
ってきたのであるが，これによって林業のしめる地位を
農業関係者に注目せしめるという好結果をもたらしてい
る。現在森林，就中造林地を保護するには造林臨時措渥
法による造林指定地の承であり，これについても既に指
定燕務は打ち切られており，再び買収の対象が民有林に
向けられてきているような現在このような保護政策は何
らかの形で続けていって欲しいものである。社会党の農
林政策に対しては大面積所有者が危倶の念を抱いている
ようであるが造林の1/2以上を行っている小規模所有者
ば関心が薄いのが実伏である。

造林者の盗金不足も強い障害の一つである。この数年
間に里山に対する要造澗地は大半解消され，今後の造林
は奥地へと移行した感が深い。これらが真の意味での造
林と云えるであろうか，これら奥地に対しては林道網も
不備であり，地形，地利の不便ほ当然造林事業費の高騰
をもたらし，管理を危倶するまでに至っている。費金不
足についてば後述の不在地主へ対する造林勧奨のアンケ
ートの結果，造林不可能の理由の40％をしめしている
ような状態である。これは中規模以上の所有者にみられ
る原因である。前述のように過去の造林は幾用林的性格
の造林が半分をしめ，大所有者のように実際に1/2以上
の自己資本を支出する造林は非常におくれている。この
ことが特に不在地主を対象とした造林の奨励を強く打出
して箔達している理由である｡

叉野兎鼠被害も見逃してはならぬ理由の一つで上述の
アンケートの結果造胴く可能の理由の25％をしめてい

る。山火に対してば森林火災保険制度があるが，これら
の被害こ対しても災害保険制度の必鐵生が強く認められ
る。造林を阻む理由は他にも種をあるのであるが一応こ
の位に止逸て，次に不在地主の問題にふれて承たい。

不在地主の問題

造林進度の不振が漸く現わればじめた昭-30年頃よ
り，その原因の一つとして不在地主による山林の放置が
あるのではないかという考え方から20町歩以上の大規
模所有者で森林経営に関心の薄いと思われる約600人

I~医雰通訳|所有者数｢者数｜
－

,"弘’

備・考

昭－30道

森林企画課

資料による

所有面積
-

1,249,803町

788,343

156，705

凸

全道(A) 110,･022

7，551

505１ＢＣくく
》
》
“
》

’
1

1

％６
０
０

の
①
①

０
８
７’

12.5%

19.0

68．0

Ａ
Ｂ
Ａ

ｊ
ｊ
ｊ

Ｃ
Ｃ
Ｂ

I

ｰ

北海首の跨有林の所有形態は大規模所有者の比率の高
いことが幅致の一つであるが，20町以上の所盲者は数に

おいて7％にすぎないが，面稜において実に68％の多

きをしめている。その中非生産的と思われるものは605

人，面稜において15万7,000町でそれぞれ全道の0．6

％及び12．5％をしめるものと推定される。アンケート

の結果Iま大崎欠のとおりである。

造林の意志の有無

■■

質問の内容l回答数|回答数に対する100分率6
管

57.4％

37．0

20．4

25．0

'17.6

100.0%

○造林をする

これから行う

現在行っている

○造林をしない

○研究して承る

計

125

81

44

54

38

217《
』

造林をしない理由

|100分率’回答数質問の内容

口
52．0

15．2

12.8

l.0

19.0

100.0

Ｒ
）
４
○
．
上
１
一
心
。
（
垂

Ｑ
》
剣
１
．
１
．
。
’
９

○林相良好のため

○造林完了

○地形，地利の不便

○他に土地を利用する

○理由の回答ないもの

計

アンケートの結果は大略上述のようであるが，回答者

は全体の37％であった。この回答より全体を推定する
のは危険のようであるが，一応の傾向を察知するものと

すれば差支えないと思う。なお回答者の37％は比較的
林業に対する関心が深く回答なき63％の者は関心が薄

－7－
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奥村：北海道における民有林の造林推進策

造林が出来ない理由 近の民有林造林の鈍化に対する国の施策の一つであり近

く分収造林法も制定せられる段階になっていると聞いて

いる。北海道においてもこの施策にはまったく賛意を表

わするもので分収造林の推進は今後の民有林造林の大き

な課題である。

北海道の分収造林地は，宮行造林，国有林野部分林，

道行造林，道有林野部分林,道条例に基ずく緊急造林，

学校部分林，民間分収林等を含めて約1万3,400町に達

しており，全造林地の約‘5％におよんでいる。その内容

は従来よりの行政的色彩の濃いものが大部分をし遇，造

林事業を企業として扱った一般民間資本の投入は非常に

少ない実態である。畢寛,北海道の造林が企業的に成立

するか否かが問題となる点と，大資本の造林者がそれぞ

れ自己所清林を大規模に所有しているため，他にまで資

本を投下する必要がなかった理由に帰する。しかし残さ

れた未開発地域に対して林業部門においても，今後道外

よりの大企業の進出が目立ちほじめている。昨年，通産

省で措置されたパルプ会社等の施設の新増設に対する造

林の義務づけは非常に結構なことであり，これについて

既に道東に設立決定の製紙会社においても，分収造林に

よる造林を行う意向と聞いている。叉既存のパルプ会社

においても自己iﾂ清林の造林可首鈍には限度があり，む

しろ，より造林成功度の強い民有林に対して分収造林を

行った方が資源確保の上からみて安全性が強いという考

えも灰聞している。何れにもせよ造林が企業的にペイす

ることを示すことが民間資本を造林へ投盗せしめるゑち

であることが再認識される。

今後の問題

現在，いささか停滞気味とはいえ，前に述べたように

最近の民有林造林の進度は北海道の林政史においても特
筆すべきことである。そして将来の木材の需給に多大の

寄与することは論を俟たないが，さて翻って，これらの

幼令人工林の現況はどうであろうか,必らずしも好成績
のものの承とは考えられないのではなかろうか，この数

年間は拡大につぐ拡大造林というわけで，ひたすら造林
地の拡大推進に鞭うってきたが，少なく､とも民有林にお
いては，既に，育成林業の時代に突入していることに思

いをはせ，この辺でこれら幼令造林地の撫育指導に力を

入れるべきであることが考えられる。今年朧融雪ととも

にこれら過去の幼令人工林について，開発事業の効果測

定の一方法としてその成績調査を行うつもりでいるが，

この総合的結果に基ずいてもう一つ飛躍して，その育成
に力を注ぐとともに，過去の姿を反省して象たいと思っ
ている。

北海道の営農を安定せしめるにば森林すなわち農用林
がその安全弁になることは，一昨年のモデル的な土地利

質問の内容回答数100分率

○造林資金がない

。人手がない

O苗木がない

○管理が出来ない

C畷害がひどい

計

43

13

10

17

25

(犠随6詮）

39．8

12．1

9．3

15．7

23．1

100．0

土地譲渡の意志の有無

率
０
０
０
０
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ｍ
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今
．

いためとも考えられる。

1．不在地主の造林意志は案外高く57％をしめてい
る。

2．造林出来ない理由中，資金不足40％，遜鼠被害

25％の多きに達している。叉管理不可能，人手'苗

木不足等で造林出来ないものは，造林出来ない理由

の37％をしめているが，適当な指導と管理方法の

指導で解消できる。結局全体の2/3程度は拡大造林
を期待出来る。

3．不在地主の土地所有の意志ば非常に強い。これは

古来から森林を世襲の財産としてただ漫然と固持し

て，自然のうちに盗本の増加を期待するという考え

の現われのようである。これに対しては土地の高度

利用がなければ資本の膨承は有利に期待出来ぬこと

を啓蒙すべきであろう。

4．森林を放置している者は僅ずか回答者の8％程度

にすぎなかった。予想外の結果であったが’これは

回答者が林業に関心のあるためであろう。

5．土地貸付，譲渡の意志のある者は約20％あり，

今後の分収造林等に関する資料となっている。

6．アンケートの質問には入れなかったが，未墾地買

収に対する不満が全体の13％にも達している。見

逃しのならぬことであり，林野，開拓の円満な行政
が望まれる。

以上]反綴めの結果からそれぞれの原因を探究して個舎
に勧奨を推進している。

分收造林の問題

造林歌業に対し広く一般民間盗本を導入して分収方式

により拡大造林の実行を確保してゆこうというのが，最

、

イ

ﾛ
ｰ

轟
一
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奥村：北海道における民有林の造林推進策

用区分調査によって結論づけられている。拡大造林によ

る森林資源の造成はとりもなおさずこれら打続く冷害凶

作にあへく北海道の生活および営農安定にもなるという

大きな力でもある。しかも過去において造林地の約半分

が幾用林的なものであれば造林のもつ使命の重大さにも

気づくわけである。

最近,道において造林推進の重点施策の一つとして，

市町村有林の造林推進と，造林指定地に対する造林の完

遂とを挙げている。市町村造林ば毎年5,000町，すなわ

ち道有林を除外した民有林の20％に近い実績をあげ，

造林推進の大きな力となり加えて公共団体の基本財産と

して重要な意義をもっているが，この造林に対してば，

原則的には40％補助であるが，実質には系数加算によ

り48～60％の高率補助政策をとっている。叉造林指定

地については15万5,000町の指定中造林未了の7万

5,000町に対して積極的に植栽完了の出来うるよう同様

の措置を講じている。これら両者は何れも林野庁より造

林事業費査定における特認事項として認められているも

のであり造林推進の一策として強く打ち出しているもの

である。

何はともあれ，現在の林業政策は新らしいスタイル

で，しかも林政史始まって以来の強い生産活動が要望さ

れている。国有林，道有林においては林力増強計画，民

有林においては拡大造林の遂行と，立場は異っても同じ

目的にむかっているのであり，我々北海道民有林振興の

任にあるものも，ともども相携へて林業の発展を期して

ゆきたいものと念願している。
全

全

ジー〆一一・二／一一一戸〆ジーダーーーノ~ず一一ず〆一一” 尹〆一一一一一一一一プグェプ一一歩〆〆一一グー′←÷〆へ

◇すぎ赤枯病の予防には
特許黄色亜酸化銅粉剤2号を1

－使用法簡便，効果卓抜です一

薬効ボルドー液に匹敵します

用量反当1回3～6職，年間8～9回

用法撒粉器でそのまま散布します

薬価3旺入1袋320円（着駅渡）
24託木箱(3kg×8)1箱2,400円

〆 一～ヱー

～
，
１
１

､

I◇土壌害虫駆除剤
1
、

アルドリン

ケラ，サピヒョウタンヅウムシ，キリウジカガン

ボ，ネキリムシ等土中に潜る害虫は，大発生を見る

と被害が莫大でありまして，駆除が困難でありま

す。従来捕殺，誘殺,BHC,二銅上炭素等薬剤に

よる駆除が行われています。本剤はシェル石油KK

化学品部の創製にかかるもので，塩素化合物を主成

分とするものです。林業試験場其の他機関の研究結

果によると，クロールデン,BHC等に比べ，非常

に良好な駆除効果を示してい童す。

成分塩素化合物を主剤として製造されたもので其
の殺虫成分は
ヘキサクロ戸，ヘキサヒド戸，エンドエキソ，ヂ

メタノナブタレン95％

其の他関連化合物5％
本剤はこれら殺虫成分4％含有品です
用法及び用量

土中に越冬する幼虫類に対じては耕転時叉は郵巴
施用時に鋤込む（反当3～5港）地上に於いて成
虫駆除を目的とする場合には随時撒粉器で散布し
ます（反当3旺）
使用上の利点・
イ）薬害はありません
戸）人体に害ほ有りません
ハ）有用微生物例えば根瘤菌等に対し悪影響を与
えません

、
！
～

１
１

ｈ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

4レ

一
心 一 〆一一~－＝

◇植物萎凋防止活着助長剤 ）

１
く 特許グリンナー

不二合成（株）が多年研究し早大応用化学研究室の

協力によって完成した本剤は，植物体よりの蒸散を

抑制し，苗木の輸送移植時，叉は旱勉時等に於ける

衰弱を防止し，活着，生長に卓効があり童す。

用法本剤を軟水で5～10倍に稀釈し輸送，移植前

或いは皐勉時に噴霧器で苗体に散布します。

効能1．苗木の活力を保持し活着を助けます

2．苗木の遠距圃鋤送が安全になります

3．旱勉時，晩霜時に使用すれば旱霜害が予

防できます

4．殺菌，殺虫剤等農薬を使用後本剤を使用

すれば艇漿の効果を永く保持できます

価格5ガロン錨入1罐9,000門（着駅渡）

1

１

１
１

、

垂一

二）酸，アルカリに分解されず肥料や他の農薬と
混用できます

脩3筋入1袋320円r善駅擁、価格3筋入1袋320円（着駅渡）
24RE入(3kg×8)1"2,400円

8

説明書進呈

外林産業株式会社
東京都千代田区六番町七振替東京17，757

１
１

－ ～－
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の森林に対する大きな負担となりつつあり，更に今後も
この種の増加傾向は持続するものと考えられ，昭和35年

度のパルプ用原木消賀量は約3千5百万石に達するもの

と推定されている。

一方需要部門の最も大きな建築用材としては，年間約

5千万石が消識されFF諮り，建築着工坪数ば年間’千万
坪をこえるにいたっているが,建設省鯛によれば，今後

5年間の新規住宅需要はなお108万戸に達すると推定さ
れており，これに対しては政府としても裁鹿的な助成方

策を講じている所であり，耐火建築の劉合が今後急速に

増加するとしても建築の絶対量の増加に伴って,今後の
木材需要がこの部門においてかなり増加することは当然
と考えられる。

この外，繊維板，削片板工業等新らしい木材利用工業

の進歩も極めて著るしく，これらの分野における木材需

要量は近い将来において重要な分野を占めてくる可能性

をもっているのである。以上のことから今後の木材需要

は箸るしく増大する傾向をたどり，推燈によれば5年後

にはさらに工業原料材の比重を深めつつ約1億7千万

石，40年後には少なくとも2億8千万石程度の木材需要

があるものと推定されている。

このような木材需要に対して，我が国森林資源の現況

は，戦前の総蓄積90億滴の73％に当る約66億石に

減少し，しかもこの中には開発遅延のため，未開発のま

ま休眠しているものが60％の約40憶石を占めている

ので，木材生産の大部分は里山を中心とする既開発林の

約26億石の蓄績に集中している現状である。

現在の森林総成長量は薪炭材を含めても’億8千万石

程度であるが，ただちに木材の供論力として活用出来る

既開発林の用材成長量はわずかに6千5百万石程度にす

ぎないので，既開発林でば成長量の約3倍にも達する過

伐が行われ急激に森林が亮副とし，その費源と国土保全に

とって由をしい問題を提出している状況である。この不

均衡を是正するため，林道の開設延長による奥地林の

開発,人謹登林地の拡大，林木育種その他技術向上によ

今日の世界経済の発展，人口の増加，生活水準等の向

上に伴なう木材需要の増加が年を上昇の一途を続けて行

くことは今更いうまでもないことであるが，これについ

て国連F.A.O(世界食綱幾業機構)林業部ほ一般的事業

計画の目標を次の4つの基本目的に走逸，それに基ずい

て15カ条にわたる事業計画を各国政府に勧告している。

すなわち

1．現在利用中の森林の生産力を可能な限り増加するこ

と。
、

2．木材処理の第一次加工過程の承ならず，伐採過程に

おける廃材をも合せて出来る限りこれを削減すること

3．未開発林の急速な開発をはかること。

4．新たな森林造成に努力すること。

大要以上の通りであるが，特に第二項については森林

資源の有効かつ経済的な利用及び林産物の工業的加工の

ために重要な近代的施設の導入を各国政府に勧告し，更

に新工業を設立し，近代的加工技術を適用し，林産物の

化学的利用法を総体的に改善し，これにより混合林また

は低質材及び伐採や機械加工過程において生ずる残余品

（廃材）を経済的に利用しうる方法について勧告を行っ

ているのである。

ひるがえって今我が国の木材需給事情を見るならば，

戦後わが国経済の急速な発展をそのまま反映して木材に

対する需要は年々箸るしく増大し，昭和31年度における

用材需要は，年間約1億6千万石と実に戦前基準隼次の

需蕊量の2倍以上にも達している状況である。しかもこ

の鐘は，年を増加の一途を辿りつつあり，かかる需要の

急速な膨張は経済規模の拡大に伴なう建築，包装，パル

プ用材等の急速な需要増加を主因とするものであるが，

中でも化繊,製紙パルプ等の原料需要は戦前基準年次の

約4倍に相当する約3千万石に達し，その増加は極めて

顕著である。しかもこのパルプ用材は戦前その約80％

を樺太に仰いでいたが，戦後は国土の喪失によって，全

餓を本土において供給する必要に迫られたため，我が国

‐

q

､

ー

~

一

騒者・林野庁林産課
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吉田：製材工業と廃材チップの生産について

る木材生産力の増大等の諸方策が進められているが，増

大する木材需要を充分にまかなうためには，今後も箸る

しい困難が伴うものと思われる。したがって木材需給鯛

整のため，差当って最も重要なことば木材の利用方法を

合理化することであり，このため種'々の方策が木材利用

のあらゆる分野に論いてとられてきたのであるが，製材

工場の廃材淀ついては如何にしてこれを合選的に活用す

るかについては，つい最近まで具体的な方途が識じられ

ておらなかったのである。

我が国には現在約2万9千の製材工場ぶあり，この工

場群によって年間約8千5百万石の原木が消費されてい

るが，､その加工歩止りは全国平均約70%でありしたが

って年間約2千5百万石の貴重な木材資源が燃料その他

極めて利用度の低い方法で使用されているか叉は空しく

遺棄されているのが現状であり，この資源を如何に有効

に活用するかは，木材資源の合理的な利用方法の中，最

も重要な課題であり，現在利用可能な状態に残された最

大の資源ということが出来よう。したがってこれが利用

合理化を可能となしうるならば木材需給調整に果しうる

貢献はまことに大なるものがあると思われるのである。

製材工業の現況

前述の通り現在全国には約2万9千の錘材工場がある

が，その当面する重要な問題の第一は今後如何にして円

滑に原木の手当てを行いうるかということであり，第2

は今後の製材需要はその安定が期待出来うるかどうかと

いう点であろう。

第1の原木手当ての問題は木材関係工業共通の問題で

あるが，特に製材工場においては1工場’日当り消費原

木平均石数は大正12年20石，昭和8年15.3石，昭和

22年12．1石，昭和27年8．7石と漸次原木手当状況が

悪化しつつあることを示している。更に叉製材工場は木

材に対する加工度が低く加工により利準を高めるために

は比轆，多量の原木を消費しなければならないの承でな

く，大部分が小規模山元工場の性柊をもっており，原木

の手当については遠距離輸送が制限されている。それに

も不拘,多くの製材産地においては原木供給地域は漸次

遠距離になりつつあり，多くの製材工場は今後，原木価

緒の昂騰，原木入手難の増大等がさけられない情勢にあ

るといえよう。一方製材品の需要についていうならば，

主要製品たる挽角挽割類については，直接競合の立場に

ある製品が少いので，まず当分ほ安定した需要は鰯待し

うると思われるのであるが，製品材積年間約2千万石を

占めている板類については，合板･繊維板･削片板等の木

材灸料，あるいは叉他の有機｡無機製品の箸るし､進出

が行われつつあり，板類需要の伸び悩承の有力な原因と

なりつつあり,今後この傾向は一層謝上することと思う。

これは製材(板)そのものが，木材の材質について何等の

改良も加えられず,したがって木材個有の種なの欠点が，

これ等新製品との市場における競争力を弱化せしめてい

るためである。したがって今後の製材特に板類にあって

は，需要の減退とそれに伴う製品価絡の低落はさけえら

れないであろう。製利工業の将来はかかる状況において

まったく予断を許さないものがあるが，技術的改良と原

材料の更に一層有効にして合理的な活用がはかられると

するならば，製材工業は依然として他産業に対して競争

力をもちうるといいえよう。すなわちその最も重要なる

ものは約30％にのぼる廃材を如何にして有効に活用す

るかであり，廃材によるチップの生産はこの意味におい

ても，その技術的方法に困惑していた製材工業に対して

一つの活路を与えるものであり，その事業を推進するこ

とは製材工場の合瑠とに貢献する処極めて大であり，将

来製材工場の経営を有利に導く要因となるであろうこと
は，諸外国の例に徴しても充分いいうるであろう。

廃材チップ生産の状況

廃材チップの生産が開始され，急速に全国製材工場の

関心をひくに到ったのは，昭和31年6月，清水港製函

協同組合（静岡県清水市）に廃材加工用の小型チツパー

が設備せられ，これによって廃材によるチップの生産が

採算的にも可能であることが立証されて以来であり，同

時にパルプ及び硬質繊維板業界の関心も急速に高まり，

その後相次いで各地にチップ生産設備が行われ，第1表
に示す如く昭和32年11月末においては，全国に約328

台のチッパーカ穀備されるに至ったのである。このチツ

パー1台当り毎月約500石のチップを生産しているとす

れば現状においても月間約15万石以上の木材費源が（
第1表全国チツパー設備台数
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ルプ用とじてあるいは繊維板用として利用されているわ

けである。現在の製材工場の廃材中利用可能なものを仮
にり15％廃材量の半分としてもその麺ま全国で年間約
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吉田：製材工業と廃材チップの生産について

チップスクリーン 機 械仕様

’竿Bザ今C亨
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数(毎分）

長
）

チップ

スクリーン
使用電動機

米
０
０
０
０

０
０
０
０

’
一号震動二段式

二号〃

回砿式一号

〃

万
〃
〃
〃

１
３
２
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３
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1,200万石を上廻ると推定され，この事業の今後の期待の原料を要し，利用可能廃材を15%とすれば，月間約

はまことに大なるものありというべきであろう。4千石の原木を消費する工場であることが必要となって

叉この設備はその所要資金が極めて低額であり，40～くるわけである。叉チップの生産原価は工場の立地条

48吋のチツパーでその価額ほ50～70万円，これに要す件，原料価格によって差異があるが，大体において原料

るチップスクリーンは40～50万円程度であり，lセツ 費が50～60%,製造経費が30～35%位を占めている。

卜約120万円程度で操業しうるのである。チッパーの生ところでこのチップの生産において最も問題となるもの

産能力は40吋もので1日約30石を処理し得られ，多は，廃材チップの需要面である。即ち，すなわ材チップ

くの製材工場に鈴いて自己廃材を処理するには1セットは運賃負担力が極めて乏しいの象ならず，需要者がパル

の能力で充分であり，あるいは叉共同施設として利用しプエ場及び繊維仮工場に限定されることである。したが

た方が適切な場合が多い。すなわち40吋チッバーをそって近辺にかかる工場のあることが必須条件となってく

の能力に対して75％稼動せしめるには，月間約600石る。現在廃材チップを利用することの出来るバルブは

第3表パルプ生産能力と原木所要量
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吉田：製材工業と廃材チップの生産について

K･P,S・P及びS･C･Pを生産している工場と考

えられ，これらの地域の分布及び能力ほ第3表に示す通

りであるが，これらの中でも，諸種の条件により廃材チ
、蝋

ツプを利用しえない工場叉はその混入を極めて制限され

る工場もある。しかしながらその能力は廃材チップの供

給可能量をほるかに上廻るものであり，かつ叉パルプ工

場は原木入手に非常な困難を感じておるところが少くな

いので，廃材チップ生産者と需要者の充分な協調がえら

れるならば，今後この事業ほ急速に発展しうるものと見

られる。なお叉需要者側においても廃材チップの利用を

可能ならしめるため，設備の変更を計画しておる処もあ

り，これらの動きは一段と明るい将来性を指示している

といえよう。廃材チップ・の一方の需要先である繊維板工

業は比較的チップそのものの品質をえらばないので，チ

ップ工場としては供給しやすいが，現在硬質繊維板工場

は9工場であり地域は限られているとはいうものの，将

来予想されるこの工業の箸るしい発達を考慮に入れるな

らば，相当量の有効な需要が期待出来るといいうるであ

ろう。

廃材チップ生産の見通しとその問題点

廃材チップの生産ば現在順調に進展しつつあり，叉今

後も急速に発展しうるということが出来るが，この事業

が将来も安定した生産を行うためにほなお若干の問題点

があるといえよう。

すなわち蓑ず第一には，運賃負担能力乏しきため立地

条件につよく支配され，したがって近隣に需要者の存在

することが震ず必要であり，かっこの需要者と充分な理

解と協力を行った上でなければ，この事業を始めること

は，極めて危険が伴うといいえよう。叉廃材チップ・は用

途が限られておるため，少数大資本の需要者により買叩

かれる恐れが充分にありうるからである。

第2点としてば，チップの形状及びその均一性につい

ては，需要者の要求を出来るだけ坂入れる努力をするこ

とが必要である。叉樹種についても，繊維板業界はさて

おき，パルプ関係がらは，現伏では相当に制限をうけや

すいであろう。

第3点としては，剥皮コスI、（現在約石当り100円～

150門位）の低下をはかる必要があり，多くはこれは手

作業で行っており，製造コスI､中の大きな部分を占めて

おるため，これを機械化することにより，企業採算向上

の余地は充分にありうると思われるが，相当鏡模の工場

でない限り，かかる設備はその設置が困難と思われる。

製材工業における廃材チップの生産はあくまでも附帯

的なものであるため，製材業本来の経営合瑠上が主体的

に考えられるべきことはいうまでもなく，叉チップ以外

の方法で，廃材が薪材として有利に処理されるならば，

その方をとるべきであると考えられる。

ともかく，この事業は種盈の問題があるとはいえ，製

材工業の副業としては有利な場合が多く，叉今後の原木

事情からいっても，この事業の将来は極めて明るく，か

つ急速な発展が予想されるであろう。すなわち，国家的

に見ても頗る有意義であるの象ならず，製材工業の収益

の向上に貢献し，パルプ繊維板工業にとっても，原料入

手の安定供給源としての意蕊は漸次大となるであろう。

（写其）廃材加工用ポータプルチツパー

皇
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とびにどんな作業でも機鯛上すると云う事は仲を困難で

ある事，同じ機械でも作業環境により変化がある事，機

械を導入するよりも現在の器具を使用した作業法の合理

化をはかる事が時として有利な場合もある事，工程研究

一一時間研究一一動作研究から出発した機械化であるべ

き事等をあげておく事に止める。

以上述べた事から吾盈は古い意味の技能と新らしい意

1獅)技能の両方を把握する必要性を認めるが,この場合，

主として圃禧には｢勘｣，後者には「技

林業に於ける生産性の向上をはかる為に我盈は経営の

合理化を行わねばならぬが，これが手段として作業研究

を実施しつつある。

現代産業の合理化は3S化にあると言われるQすな

わちSpecialisation(専門化),Standardisation畷準

化),Simplification(単純化）である。この様な傾向

は，その合理化された産業は，すなわち綜合化され組織

だてられたもの嫁高度の技術によっての承可能な緑ど高

水準のものであっても，それを分割した個灸のもの。

、一一一；術」との結びつきを考慮せねばならぬ

減極度に蝉準化，標準化，分難化され…である。’ので,技龍,技術,勧等についてそのこの場合には，その.仕事の大部分は誰にでも

林意譲を考究して承よう。行うことの出来る簡単なものであり，いわゆる

Jz;""
名人であるとか秘伝であるとかあるい

ば高度の縣鰊とか勘などと言うものは

無用のものとなる様に思われよう。

しかしながら，合劉上の進認こつれ

て新しい意味での識東が必要となって

くる｡すなわち,Teclmicalskill(知

能於！“縫禽掌鯛鑑…鯛麓である。的な熟練）とSocialskill(組織の熟

練）である。前者は手先の熟練の代り

宮|のけ！：鴛鰯熊鴬篁熱に機械の機構とか生産の全般とか段取

り等の知的水準の高いものであり，後

川,意る！…犀…腫謡…者は人間の能力を組織に適合させるも としての技能と，経験，習熟，訓練を

ので，人間と棲械,､人間同志，組織と

人悶等の闘鶴について薦度の鋤識をも義，懸竺議蕊譲鰕：ち処理能力が要求される。これがP.

信|i械的知能,特殊嘩自等の如く,技能者とF.Drucker氏の言うNewskillで

あって,･合理化の結果従来のいわゆる して順応し発展し得る能力と云うふう

熟練労働から新しい意味での未熟練労一 な意味に用いられている｡経験,習熟，

なってくる癖愈のである。，‐｜＃藤繍:鶏騒:慧箆篭蕊A話
働に転換された場合に新らしく必要と

我含の林業に於いてば，他産業に比ところのものである。技能検査等によってある個人の技

して合理化が遅灸として居り，その一手段としての磯械能程度を検査するということは，その個人がその時室で

化すらまだその途上にある状態で，古く伝習されて来たに蓄積した結果としての習熟度（熟練度）が，一般的習

技能により作業が行われて居るかと思うと新らしい機械熟過程の中のどの位厩に当るかを検査するものでなけれ

が使われていると言った状態で，時として古くからの作ぱならない。そうしてこの場合に用いられた技能は蓄欲

業法が新らしい機械による作業よりも優ったりする現象した結果としての技能を意味している。換言すれば，過

を生じている。これは前述の新らしい意味での熟練が未程としての技能も結果を現わす段階的表現としての技能

熟であるのに比し，古くから伝習されて来た型の熟練はも，均しく技能という言葉で呼ばれている。このような

完成されていると言う華薑の為と思われる。意味における技能ほ，社会的通念としての技能の中にも

林業の癖化に関しては，既往に於ける発展過程の究多分に含まれている考え方であると思う」と云ってい

明によって,今後のありかたについての意見があるが， る｡

とこではこれについて詳細に論及するのは別の機会にゆ
Viteles氏りま技能と熟練を同銭語に解して「技能（熟

ずるとして，唯，この問題に関係ある事項として古くか練）とは色々 の状況に順応しながら期待される結果をも

繊懲篭篭瀞綴凝麗騨塑懸墓懸撫震鱸懸熟
箪者・林業試羨場経営部一されて，その仕事の要求するところにうまく適合する

ｰ

。

〕

《
）

－14－

L



h

＝

宮川：林業労働に於ける技能の意義

ような一つの行動の型になったものである。習憤はある

特遥作業における能率を表わし，能力は主として実践に

よって発展させられた働きのレベルを示めす。これに対

して技能はうまく調整された業績の総和である。－－複

合と集合および変化する状況への順応を以って特徴とす

る行為の型である。うまく協応する反射動作の基礎をな

すところの傾性である。仕事に適応する本能，順応する

習慣，一つの型を形成する力である」としている。

淡路氏は「熟練の本質」として次の様な謬遡をしてい

る。「熟練とは高度の技価を指すもので，一定の作業を

唯大過なく遂行するの象に止まらず，他に比して遥かに

手際よく，能率高く，かつ確実に成就する能力を意味す

る｡熟練は合目的性,迅速性並びに安易性と関連せる概念

である。熟練ば経験によって習得されるが単なる習憤の

結合ではなく素質によって規定されるところが大であ

る。熟練が単なる習慣と異るところは実にその意識性並

に計画性に存するよう･である。習慣は自働的，無意識

的，画一的であるが，熟練は誤った協応を自ら意識し，

これを修正するために計画し，事態に応じて動作を変化

する点に特色がある。熟練は動作の機械的結合ではな

く，むしろ協燈的動作の集約である。したがって熟練者

は独り紋切型の動作を繰返すばかりでなく，新らしい事

態に対しても相当に適応してこれをこなして行くこと

ができる｣。

この淡路氏の説中の「熟練｣を｢獺§｣におき換える
と前述の藤本氏の「技能」の3つの側面が同様にとりあ

げられている難がわかると藤本氏は云っている。

これらの説から私としては一応，「技能」と「熟練」

は同義語のものとしてとりあつかう事にする。

次に技術であるが，一般的に労働者を指揮し，生産の

計画をたて，生産の運営に当るところの者を技術者と称

し，その者が有しかつ活用する知識経験を技術と云って

いる。この技術者に指揮されて実際作業に当る者で相当

経験を読まねばなし得ない様な作業に当る者を技能者と

称し，その者が持っている知識経験を技能（熟練）と云

っている。（技術の説明としては，この表現では不完全

であるが，技能との相対的関係を明示する為にこの表現

を採用しておく）

次に勘について述べると，黒田亮氏はその箸「勘の研

究」に於いて「有意的動作を反復するにしたがって，漸

次意識の関与が稀薄になり，その極，まったく無意識と

なるが途中で何かの事情で阻止されると意識が働く。こ

の様に人間の動作が機被的になった習慨的動作の際に

も,眼に見えない糸によって偏々の動作を統制している。

この決定傾向こそ勘の一つの場合であ烏」としている。

以上述べたことから，我国の古来伝習された作業過程

に於いて，例えば手挽鋸による伐木造材作業により考察

すると，この作業の技能者である杣夫は通常，義務教育

を卒えると適当な親方の徒弟として教育され，見よう見

まねで少しづっ訓練され，その者の素質と努力による

が，大略10年の教育期間を過て－人前の杣夫になったも

のである。しかも，この教育は指導する.と云うよりも本

人の努力で体験的に覚えさせるもので，特に名人と称さ

れる親方程，この傾向が甚だしかった。この為，この作

業は誰でも容易に近ずけるものでなく，他産業の合理化

が進むにつれて，それらの仕事の大部分が誰でも比較的

短い養成期間で習得出来る様になった現在でば，かかる

重労働でしかも技能とか勘を習得するのに困難な作業を

希望する者が減少するのは当り前な事であろう。

しかしながら職の経験では手作業によるこの仕事も，

従来の様な名人的教育はその者達の自慢する程の価値が

あるか否か誤問である。例えばA名人の目立した鋸をB

名人に使わせると使いものにならない。この逆も同様で

あると云う事がある。この様に特殊な個人のクセとも見

られるものが絶対的なものとされていたところに従来の

技能の一般化が遅灸としていた一つの原因があるのであ

る｡

一設に技能者が速やかに養成され，その技能水準が保

持されるには習熟過程を分析することが必要である。太

田垣氏は熟練の「めやす」として,作業の質(作業の成果

が必要なできばえであること）と量（作業の速度が目的

にかなった速さであること）をあげている。この場合，

作業の質は良ければどれだけ良くても差支えないのだが

常にそれが名人芸である必野茨ないし，又，量は早けれ

ば早いほど良いというのではなく，その時為の諸条件が

これをある水準に決定しているのであって，その条件に

要請されるいかなる速度をも発揮しうることが熟練者に

とって必要なのである」と云っている。作業がこの様に

習熟されて行くには2つの要件がある。第1は他から与

えられぁ作業に関する知識の習得であり，第2は作業者

の作業体験である。この2者が相互に強化しあって，作

業者の作業環境や条件にたえうる身体規制を徐灸にとと

のえ，作業に必要な諸感覚を練磨し，次第に機械設備，

材料，工具に対する適応を生じ，不必要な動作が消えて

行き，必要な動作だけが残されてその精度は定まる。

叉，機械の運幅伏態，使用材料の性質，作業成果の良否

・に関する正確な判断が可能になる。この様な過程を経た

作業者は，作業動作に余裕を得て，作業成果のあり方を

判定し，自らの作業計画意たて得る様になる。この様に

習熟した技能者は，その作業動作を眺めると，とどこ鐙

りがなく，することなすことにそつのないことがわか

る。すなわちムリ，ムラ，ムダが排除されていることが
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宮川：林業労働に於ける技能の意義

わかるはずである。

すなわち，技能者は，作業の要請する速度と質とを見

きわめ，かつ，要請水準に自己の能力を調整し得るよう

になる事，この企画性の完成による調整能力，叉は適応

能力が作業習熟の終了であるので，これが技能に関する

重要点なので，未熟練者や特殊な名人と称される連中と

異なる点である。

したがって技能の教育は「年期をいれなければ」と云

うやりかたではなく「科学的方法に基ずいて」でなけれ

ばならない。

以上，種盈の角度から技能について論述したが，これ

は「技能」と云う言葉が一般的には簡単に割切って認識

されている様であるが，その実臓，用いる人および観点

によって多様に解されているので，標題の「林業労働に

於ける技能の意義」を論ずる為には一応の再認識，再確

認を必要とすると思考したからに他ならない。これらの

論述を基にして林業労働に於ける技能を考察して見る。

我灸が林業労働の技能を考察するには，現在のところ

2つの対象がある。すなわち古来伝習されて来た手作業

に於ける技能と近時発展した機械による作業の技能であ

る。

前者は手挽鋸，斧，嫌，鳶，儲，木馬，橇等を主たる

使用器具として行われた作業に於けるもので，重労働で

あり，熟練には長期間を要し，多分に勘とかコツを必要

とするもので安全性も比較的少ないものである。しか

も，この技能は徒弟的教育により養成されたので難しく

感ぜられ，叉，事実，難しかったのであるが，これは科

学的な分析による究明に基すいて行われる様になれば，

場合によってはさほど困難なものでほないと思う。今迄

は従来の目標が大部分いわゆる名人芸に到達する聯にあ

った為に，多分に一般の者が童どわされたのである重い

か。私はかかる一人F一芸的なものは，極言すれば吾点の

対象とする技能から除外しても良いのでないかと思って

いる.(勿論，学ぶべき点朧多をあるが)。かかる極端な

名人芸でなくても，この古来伝習されて来た作業法は余

りにも枝葉の改良にこり過ぎていると思われる。例えば

斧をとり上げて見ると，対象により斧が変化するのは当

り前であり，その変化は無意味ではないが，その変化の

仕方が千変万化である。必要ほない筈である。それにも

かかわらず○○型とか××式とか△△産とか称して，い

かに多くの種類がある事か。器具の変化は技能に影響す

る。叉，その上に使用者の体力によってもデリケートに

変化される。この様な無秩序な状態に於いては技能の習

熟期間の短縮を求める事自体が無理である。私はこの様

な器具による作業に於いては，人の体力や対象物に応じ

た器具の標準化を行うべきであり，この標準化された器

具による作業ば叉,単純化,標準化が可能であり，これ
らによる技能の確立は比較的容易なものと思考してい

る。かくする事により，これらの器具の製作者の技能も

同様なケースをたどるものと思う。

次に機械による作業について述べる。林業の機械化に

よる労働の質的な変化は楠氏によると(1)肉体的な負担

の変化但)労働の定常化（稼働の変化）(3)労働の分化，

労働力の変化(4)労働の生産性の変化（向上）を来たし

たと云っている。これらの変化ほ要するに林業労働の近

代的な合理化で，労働力の性絡をも近代的なものに変え

る要因となる。例えば,一方,労働誉には在来の人売作
業に要したような絶大な体力を必要としなくなるし，他

方では機減を合理的に使用して能率よく作業をなし得る

ような能力，要するに筋的な体力的な能力ではなく精神

的な頭脳的な能力がより必要となる。次に，人間と機械

の関係について倉田氏はHumanEngineeringを中心

とした人間の為の機械のありかた，換言すれば，機械そ

のものは作業の一部にすぎず，人と機械の系統を一つの

ものとして取扱うことによってその成果を増してゆこう

とする分野の研究を進められているが，この考えかた

は，吾凌の林業の機械化に於いても重要なものと思う。

これが研究の機械を人に適合せしめることによって生産

性を高め安全性の向上をはかろうとするものであるから

である。

現在の林業機職は肉体労働の一部を機械力に換えると
云うやりかたで採用されており，労務者は古来伝習され

て来た技能も，新らしい棲械に対する技能も併せ持たな

ければならないと云う状態雁ある。彼等は前者の技能に

ついてはある程度の自信を持っているが，後者について

は大部分のものは自信がないのである。ここに機械化に

よる成果が遅盈として居った原因の一つがあるのだが，

しからぱ一足とびにすべての旧い技能をすてて，新らし

い機械だけで作業できるような機構に変化出来るかと云

うと現段階では不可能であろう。したがって私としては，

林業に於ける機械による作業は現段階ではこれも決して

無意味ではなく，むしろかかる過程を経てこそ最終的に

は有意義な成果が得られるものと思っている。例えば自

働鋸について言えば最終的には現在の様に単に手鈍鋸を

自働鋸に換えただけの何人かで1台の自働鋸を使用する

組編成は無意味であり，1人1台,叉ほ自働鋸同志の組

合せによる分業化と云う事に目標をおくべきと思うが，

一足とびにその形態に持って行くのには多分に誤問を持

っており，そこに到達するまでの過程としては一応，合

理的なチームウァークに基ずく組編成による作業が必要

と思う。これが，他産業と異る林業の機械化の宿命であ

ろう。現在の林業機械は，人にその機械で果し得ないと
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宮川：林業労働に於ける技龍の意義

ころの働きをなさしめようとする要求がまだ多すぎる様

に思う。ここに林業機械の研究の重要性があると思う。

したがってこの様な状態に対する技能の把握は容易なも

のではない。しかもこれの解決なくして林業機械化の健

全な発展はあり得ないのであ．る。

次に技能の評価について述べる。労働者の技能を測定
し，叉ほ評価することの必要さはいう迄もないことであ

る。しかしこれは仲々困難なことである。樋口氏は技能

と生産高の関係について次の如く述べている。「生産高

の平均が技龍を代表するものとして考察するのは誤りで

ある。すなわち，生産条件が常に一定に保持されるのは

相当困難である。したがって労働者の作業量は自う規制

出来ないさまざまの要因に支配されて変動しており，一

般に全生産記録とか生産平均をもって技能を指示するの

は無理である。我含は普通，生産高の代表値として平均

値をとりやすい。このようにある生産量の変動の平均を

以ってその代表値とする考え方の中には暗禽のうちにそ

の母集団の正規性を仮定している。すなわち，平均値と

最頻値とが一致した形を考えている｡｣としてある造材夫

の調査結果から造材夫の生産高は理論的にゑても実際的

にいっても正規分布よりはむしろ二項分布であるとし，

これから平均値と最頻値との間に差があることによりそ

のいずれを選ぶかについて究明した結果，最頻値を代表

値として選ぶべきであるとしている。この理論の展開に

ついては文献亀'のp.237～p.244を参照して貰う事に

するが，濯もこの説に同感である。しかし樋口氏も述べ

ている如く，これはあくまで生産高の法則の探究の方法

を示したものであって，これがすべてに適用されるもの

ではなく，まして標準作業量をこれから決めよ､うと云う

ものではないのである。これまで述べて来たことから，

通俗的に技能と云われるものが雪哉甚だちゆうしょう的

なものである。しかも我盈の林業に於いては他に比し一

寸変った形態にある。それにもかかわらず，この技能の

研究を進めねばならぬ重大な時期に直面している事に注

目せねばならない。我だの林業では古い作業形態に於け

る技能は長年の歴史の経過と共に完成され，むしろ人間

の力の限界以上の，その面だけでは世界に冠たるもの‘と

なったが，産業の近代化はこれとは別に大きく合理化の

方向に進んでいる。我盈に課せられた使命は重且つ大で

あると云わねばなるまい。私はこの技能に関する研究を

以上述べた2つの対象について併せ進めたいと思ってい

るが，それはあくまで容易に一瞬こされ得ると云う前提

のもとに於ける研究であらねばならないと思っている。

この文がこの方面に関係ある方をiこ何等か参考ともな

れば幸甚である。

この文を終るに当り，この問題について種☆御教示御

助言を頂いた東大藤林教授，林試木曾分場の渡辺分場

長,林試本場の佐治作業科長,辻,渡部両技官に深甚な
謝意を表するものである。
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であるが，それでは何故披大造林が，のび悩んでいるの

であろうか。これに対する答は多岐にわたるものである

が，この傾向をうらづける如くに，最近「造林する場所

がなくなった」叉は「林種転換の必要性は重為感じては

いるが」という2つの声をもつとも多く耳にするので，

まずこれらをもとにして過去の造林実綴を検討して承る

必要がある。

3．造林の担い手はいかなる階層であり，

現在の実情はどうか

過去の造林実績をふりかえって承るとき，一体どのよ

うな階層が最も多く造林しているであろうか，つまり如

何なる階層が造林の担い手であったろうかということが

問題iごなる。いまこれを象るために全造林面積に対する

造林者別遊誹惨き漬を年度別に百分比をもって表わしてぷ

ると第1表のようになる。

この表でわかるとおり各年度を通じて農林業者（その

大部分が農業者であるが）が全造林率の70％以上を

占めている。つまり造林の担い手はこれら農林業者とい

うことができよう。しからぱここにいう農林業者とは一

体如何なる性質のものなのであろうか。そして造林進度

の上で如何なる役割を果し，現在の実情がどうなってき

ているかを分折して承ることは今後の造林政策，あるい

は造林事業奨励上きわめて重要なことといわねばならな

い◎

第1表造林者別造林実績総成（％）

民有林造林事情調査

に拾う2，3の考察

－特に中小規模所有者の造林事情一

飯 村武
－_

1．はじめに

民有林の造林事業は全国民あげての緑化運動と相まっ

て，強力な補助制度の穆透により急速な回復を致せ，昭

和31年度をもって旧伐採跡地を解消するという基礎的

造林が確立した。しかして今後は木材需要の漸増に応え

るため,要造林地の概念はその内容をかえて，林種転換
を主軸とする拡大造林政策がとられることとなり，長期

造林計画の主目標として織りこまれた。ここに造林事業

は新らしい時代をむかえたわけであるが，これは同時に

私ども現地の造林担当者にその重要性と相まっていろい

ろ困難な課題を提出するところとなった。

すなわち国有林の造林進度は最近銅この傾向を示しは

じめた。神奈川県においてもこの傾向ほその例外でな

く，複雑多岐にわたる民有林造林事業推進の困難性をお

もわしめるものがある。今春（昭和32年5月）林野庁

においては，このような由をしい傾向の実態を把握して

適切な対策を講ずる意味から造林事情調査を実施した

が，この調査をつうじ現地担当者としていろいろ教えら

れるものがあり，今後の造林事業奨励の上にまことに意

義深いものがあったので，溜見を加え思いつくままに

2，3の問題を拾って考察する。

2．造林事業進捗のあらまし

本県の造林実漬を昭和29年度の2,000町歩を境とし

て昭和30年度以降減少の一途を辿っている。この原因

は旧伐採跡地の解消に伴う自然の推移ではあるが，これ

にとってかわるべき拡大造林の，のびが昭和29年度以

降逼行状態を続けているためである。この拡大造林をい

かにのばしてゆくかが今後の趨氷政策の基本的課題なの
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い室本県の所有を型態別にみると面積において私有林

が63％，いわゆる公有林が30％，その他社寺有林3％，

会社有林4％であって，人員においては私有林がまさに

75％を占めている。これを更に私有林の所宥銅摸につ

いて承ると第2表のとおりであり，職業別にも農業者が

最も多く，その他あらゆる産業にわたるけれども林業専

業者ばきわめて少ない。
巳

筆者・神奈川県農政部林務課技師
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飯村：民有林造林事情調査に拾う2，3の考察

第2表私有林の所宥親絡別の戸数面穫購成（％）
部，林野率90％以上を占める津久蝿方で行ったもの

であるが，5町歩未満の階層に「植林する山がない」と

回答している比率を承てもこの間の消息をうらづけるに

充分であろう。特に0～1町階においては「自分の山が

ない」「植林する山がない」の圧倒的多数を占めている

ところを逆に承るとこの階層には造林に対する相当の余

剰労力があると推察できる。

次に，いま一つ，以上の階層の造林を停滞させている

原因は個別的にみた場合，ここ数年間に植栽されたいわ

ゆる幼令林を非常に多くかかえているということであ

る。このことは今回の事情調査にも述べられている。す

なわち幼令休の保育としては下草刈，蔓切などあるが，

これが丁度農繁期と季を一にする。山間部においては7

月上旬から8月下旬までの間に2回の下草刈を実行して

いるようであるが，平坦部の挫業を主力とする地帯でば

9月上旬までに1回の下草刈を行いうるのが精をであ

り，幼令林の保育に対する労力事情の造林進度におよぼ

す影響は看過できないものがある。－

最近薪炭材価の先行不安は林種娠換の必要性を相当に

刺激し，各森林所有者の間に用材林造成の認識が昂まり

つつあるが，長期にわたって投盗をする予猶がないのと

相まって，艇薬期中の下草刈等の負担が力種することを

恐れ，いわゆる自家労力だけで保育できる程度を限界と

して増反が止っているのが詞背のようである。このよう

な事情は特に5町歩前後の階層に象られ，かなり一致し

た意見として回答されている。つまりこれらの階層は従

来の造林の担い手であったが，基本的条件において自づ

から限界点に達しているので，資金あるいは労力を投入

する誘因を与えても今後その造林規摸は狭小なものにな

ってゆく傾向にある。しかし一面には林種転換可圃鈍を

所有するこれら階層の中には現在幼令林保育管理のため

その進度が屯座しているのであるからこの時期がすぎれ

ぽ再び拡大造林の進展が承られるのではないかという期

待も，もたれている。

源以上がこの階層の造林が鈍化した基本的理由であり，

電源工事，土木工事，その他賃金のよい仕事のために造

第4表造林規態甥I造林実積購成（％）

面積
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抹野所有戸数
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本県は京浜地帯をかかえる県として農業も一般的に近

郊農業と規定され，日本農業の縮図とさえいわれている

が，これをさらに細分するならば，いわゆる都市近郊艇

村地帯から林野率95％におよぶ純LI村地帯まであり，

地域によっていろいろの特色をもっている。造林の進度

や規模はこれら各公の地域によって相違のあるの臓勿論

であるが，一般的に林業は農業経営に従属し，所有規模

のきわめて零細でかつ所有地一錘ごとに細分分散する営

艇林的性格のものがその大半をしめている。このような

自兼業森林所有者の間では一般的に農閑期の副業又は余

剰家労力をもって森林経営が行われるのを特徴とし，家

計充足の原理にしたがって経営される。いまこれを経営

規模別に最近3カ年の平均実績を象ると第3表のとおり

であり，いわゆる挫閑期の余剰自家労力をもって造林す

る階層がその主力をなしていることが推察されよう。し

第3表経営親模別造林実銭購成（％)3－

凸

■
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かして，これらの階層ば経済的内容はきわめて微弱であ

って，その余調陵金はおろか，余剰労力すら他の奨金収

入可能な兼業に投ぜざるをえないような〕罐のものが多

く，造林事業に投入することは容易でない。このような

特徴はそのまま謝測な造純規漠となって現われている。

第4表は最近3カ年の平均率であるが，5反歩未満が

置賎において約58％，率弓3反6畝であって，これを個

別的に象た場合その造休は如何に停滞的かつ固定的であ

るかがうなずかれよう。特に所育鐡莫5町歩未満の階層

は既に限界に達した観がある。いまこの間の事楠を本県

の「山村振興対策調査報告書」第1号（昭和32年3月）

によって象ると「林業上のことで-番こまっていること

はなにか」という間に対する森林階別の解答結果を第5

表のようにとりまとめている。この調査は本県の最北
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ぬものがあり，結局保育に追われて新植

に手がまわりかねる結果になっている。

しかもこれらの事情はこの階層になると

明確な答えとなってあらわれてくる。こ

れをさきに掲げた第5表によって承ると

き，5町歩以上の所有者では林道の必要

性が第1位であって，第2位に「山の手

入の人手が足りない」と保育に対する労

働力の不足を訴えているところを承ても

この間の事情が推察され，5町歩未満の

階層の「植林する山がない」という解答

とはきわめて対照的である。

5．むすぴ

以上ほ特に過去の造林の担い手であっ

た階層の造林事情と，概略的ではあるが

中規模層の一面にふれてぷた。しかしこ
れは民有林の一断面を大まかな規模別を

にすぎない。造林進度の鈍化は以上の外

政策，あるいは地方財政事情，種苗の需
【多雨にｵつたって関連する問題である。す

第5表科喋上のことで-番困っていることば何か
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林を怠るといった傾向は皆無とは云い難いが，大極的に

はこのような傾向はないものといってよいであろう。

4．．中規模以上の階層の労力ならびに資金事情

中規模所有者の中には造林に熱心ないわゆる造林家が

あって，かなり造林を進めているが，その数は限られ一

股Iこ規模の割合から云ってその進度はたち遅れている。

したがってこれらの階噛の造林を如何に進めるかが今後

の造林政策の重要な課題の一つではないだろうか。すな

わち「人夫賃が昂騰して労務調達が困難となり，中規摸

以上の所有者の造林が進まない傾向はないか」の間に対

しては「中規模所有者侭人夫賃が高いので人夫賃を出し

てば経営がなりたたない」「中規模以上は苦しいながら

も進めているが，人夫賃が高いため自家労力のない所有

者の造林が進まない傾向は多分にある」など各地区とも

かなり一致した意見がでている。また森林組合が造林聯

業奨励上悩むところだと云っているが，事実この階層に

はたんに林地を所有しているだけであって，林地への投

資一一林業投資一一の意慾や獄極性に欠けるものがかな

り多く承うけられるが，これらは今後の造林事業の発展

の上からも，叉個別経済の上からも好ましいものではな、

く，林地所有者への適切な措霞と働きかけが必要となっ

てくる。

しかしながら総体的に観察してゑた場合，基本的には

労務調達，人夫賃の昂騰が造林事業推進にかなり大きな、

障碍となっているのが実情である。特に京浜近郊におい

てこの傾向は顕著なものがあり，人夫賃の昂騰は勿論，

労力がまったく他産業に吸収されてしまうたあ，労務の

調達がきわめて困難であるの承か，ときにはまったく得

られず，そのために造林を見合わせるものさへ承うけら

れる。

新植事業において以上のような実情にあるので既往の

遇うk地の保育管理が，また前項で述べた以上に看過でき

もって考察したにすぎない。遥皷微塵度の鈍化は以上の外

に褒行の制度や政策，あるいは地方財政事情，租猫の需
給事情等その他多面にわたって関連する問題である。す
でに述べてきたところでわかるように今までの造林の担
い手は自づから限界に達している。しからぱ一体今後ぱ
いかなるところを対象に人工造林の拡大を遂行してゆく

かが問題になってくる。中錨鄭爵の造林振興は従来にも
まして必要なことはいうまでもないが，さらに重要なこ

とは公有林野の造林を如何にのばしてゆくかであろう。

公有林野（特に市側J赫有林又はこれに準ずるもの）につ
いては種点の角度から調査もされ検討されているが，そ

の澄砦内容は全国的視野にたって象てもきわめて樹鼠性
に乏しいものがある。すなわち所有面毅の大きな市町村

ほど用材材面積の占める割合が小さくなり，その傾向は
人工林において顕著であって，謂談林についてはその逆
の現象を承るといわれているが，その経営が如何に消極
的なものであるかがうかがえる。

このような状況下にある公有林野に対する適切な擶壹
こそ今後の造林界の最も鬘塞な課題といわねばならな

い。今回の事情調査ではこれらを対象とする分収方式の
面にまでおよんだが，まことに謹菱深いものをく承とる
ことができた。最近公有林嘩辰輿の関心が高まりつつあ
ることは，まことによろこばしい傾向といわねばならな

い。本県においては造休組合結成のいくつかを象てい

る。今後これらを中心にして趨永意慾をもりたててゆく
ことは重要この上もないことである。更にこれはひとり

i静k界の承ならず，林業全般ひいてば全国民の声援があ

ってはじめて振興し得るものと信じている。新らしい時

代をむかえた造林事業にとってはなお多くの障碍と問題
点を残しているが，昭和31年度，32年度にわたって行

われた森林士壊調査臓公有材造休推進に多くの手がかり
を与えてくれた。

今回は造林の現地担当者として2，3気のついた点を

拾って考察して梁たが，公有林の造休事情についてば次
回に筆をあらためたいと思っている。

0

』

《
）
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用林利用に関する一断面
童
屋

－特に落葉，下草採取林について一一

田中貞雄
一一一一一一一一

均0．97町歩となっている。一方50町歩以上の大所有

は，所有者で0.4%であるがその面積は全体の22.4%

である。これらの中にほ幹材を主とする農用林や落葉，

下草を採取しない薪炭林も多く含まれているので，落

葉，下草採敢林は私有林面積より箸るしく少なくなって

いると想像される。

②全国の農用林利用状況

これら私有林の利用状況を落葉，下草採取率よりみた

もの力鐵1図である。

第1図下草，落葉採取戸数比率

1．緒言

農用林の所有はそのほとんどが民有であり，しかも零

細所有であるため，農用林経営には多くの問題を包蔵し

ながらも，そのW院や改善施策については余り手がつけ

られていないのが現状である。わが国の畑作経営が多種

多様で，その研究は水田作に較べて箸るしく立ちおくれ

ているのと同様,農用林経営も非常に多様であるため,そ

の研究もなかなか取り上げられぬ一つの原因であろう。

農用林の範噴は広く，人によりその解釈も異なるが，

ここでは幹材を主とする農業経済林は一応除外し,落葉，

下草を採取する薪炭林に限定して論じてゆきたい。農用

林からの落葉，下草採取は全国的にゑると関東が最も多

く，殊に北関東の栃木，群馬茨城等iこおいてその面積

も利用度も大きい。ここでは主として栃木県の那須北部

における農用林の利用状況やその改善方向について述べ

て承たぃ。

2．農用林概況

(1)面積,所有形態

落葉，下草採取林の面積は，統計上からもまた実際の

聴き取り調査からも正確にはつか承にくいので，一応私

有林面積から類推するより方法がない。

我が国の忍有林の全面積は1,000万町歩であり，そ

の所有形態ほ次のようである。

蕊1表私有林所有規模別面積及び戸数
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掬臓戸数比率=驚緊
］林野罐(蕊讓)が75%以上の調査区
2〃〃が75～50％の調査区

3〃〃が50～25％の調査区

林野利用状況調査統計調査部実施(昭和25年)による

下草の採収は特に関東が目立って多くはないが，落葉

採坂は他の地域に較べて関東が箸るしく多くなってい

る。

3．関東における落葉，下草利用状況

関東における落葉，下草利用状況を承ると第2図の如

くである。下草採坂量は埼玉及び東京が全国平均より稽

低いが他は何れも多くなっている。落葉は各都県共全国

平均より多く，特に茨城，栃木の採取率が多くなってい

る。

識戸 数面所有

規模

1町歩未満

l～5町

5～20

20～50

50以上

計

一戸平均

比率｜実数比率
72.7％1要451千町歩14.5％

20.12,38423．9

5．82，62326．3

1．01,28212．9

0．42画248 122．4
100.09,9881100.0

2.35町
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’
第1表によると1戸平均2．35個]歩で極めて零細な所

有である。5町歩未満の所有者は全所有者の92.8％に

達しているが，その所有面鍛は僅かに38.4％で1戸平

筆者・関東東山農業試談場
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田中？幾用林利用に関する一断面

地庸を表わしている。次に栃木県の斗圃#須における農用

林の実際の利用状況を,S農場の山林について述べて象

よう。

4.S農場の落葉下草利用状況

(1)農場の変遷

栃木県那須郡の北部に展開する那須野ケ原は一大扇状

地で地下水位が低く，飲料水にも困ったため人家もない

荒漠たる原野であった。明治18年，政府及び地元民の

非常な努力により那須疏水が開通してから急速に開拓が

進んだ。当時，中央政府の高官達により大農場が開か

れ，その数は10指を数えるに至った。s農場は明治

26年に創設され面積1,650町歩で，当時原野だったも

のにアカマツカ鎧林された。昭和3年に会社の所有に帰

し現在に至っている。大正，昭和にかけて数回にわたり

土地解放が行われ，現在は農場を除くと山林面積は800

町歩である。樹種はアカマツを上木とし，下木はナラ，

クヌギ，クリ，サクラ等の二段林が多く，アカマツは母

樹により天然下種で立派に成林する。

②落葉，下草採取の変避

昭和の初頭においては各地に山林も多く，したがって

農家もs避場の山林への依存度は比較的低かったが，山

林が開畑されるにつれて依存度も次第に高まり，昭和

25年頃に朧伐採跡地及びS幾場採取地を除くほとんど

採取可能面積の全部が落葉，下草採玩地の対称となるに

至った。変遷の状況ば第3表の如くである。

第3表落葉，下草採取状況の年次別変遷

第2図関東における下草，落葉採取戸数比率
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1戸当凝
り面積I面積瀞'議摩鵜

山林
次
面積

年（林野利用状況鯛査による）

第2表は採取したこれら落葉をどんな方面に使用して

いるかを示めしたものである。これによると落葉のほと

んど大部分は堆厩肥原料として利用されている。関東が

他の地域に較べて特に落葉採収量が多く，しかも採収し

た落葉の大部分が堆厩肥原料に用いられる理由について

は次の原因が考えられる。

関東は畑作面積が他の地域に較べて箸るしく多く，し

かもそれら畑地の多くは洪積台地にある。一般に畑地は

水田に較べ堆蹴巴の消耗が大きく，しかも迅速である。

したがって畑地帯では水田地帯より多くの有穰郵睡料を

必要とする。叉洪積土壌は燐酸欠乏を来しやすく，有機

質中の燐酸が，有擬質に混合した形の燐酸でないと肥効

を表わさないこと，浜債土壌は気水の流通がよく有機物

の分解が特に早いこと等が堆厩肥を多く施す原因と考え

られる。

このように消耗の大きい有機物を関東では専ら農用林

より求めるため，林地の多くは冬季，糠でばいたように

町
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このように山林面積の減少と採取戸数の増加ほ1戸当

りの採取面横の減少を来している。

(3)落葉，下草の移動範囲

s農場の山林から採取された落葉が，どの位の距離迄

運搬されるかを調査したものが第3図である。S農場を

中心として同心円を描いて染ると，1里以内では30.86

町歩（4.5％)，1里～2里以内は509.13町歩(75%),

2里～3里以内は140町歩(20.5%)となっている。

この移動状況を昭和10年頃と班鮫しても余り大差は認

められない。これは山林の開畑に伴ない落葉，下草網反

地が減少して来たため，採取者がs農場と契約をし，将

－22－
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田 中：農用林利用に関する一断面

第4表落葉量(S幾場山林1畝当り）第3図昭和26年度の落蕊移動状況

鰐撫:溺麓
総本

樹種構成
数

喬木が混合‘‘ヂf37":32::u,5f6"|"
アカマツの

林している
217611133.3314．1415．42117

34243831．632．6116.650!10
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口

減量歩合=”0-(噌瀞×'00）
第5表下草量(S幾場山林畝当り）

来迄の採取権を確保するため採取組合をつくり，採取権

が次第に固定化して来たためである。なお，採暇組合が

III来,採取権と採取地迄固定したため,刈り払いに際し後

継樹の残存，彬也の保護の上には好結果を来している。

仏）落葉，下草生産量

落莱篝ま落葉当時の12月採坂と翌年の3月頃の採取

では非常な差異がある。殊に2～3月頃の風で林内の落

葉は吹きとび低い道路等に吹きよせられるので，林内の

落葉量は減少することが多い。叉落葉当時と3月頃では

落葉の破砕や一部成分の溶脱でも重最が変化していく。

この調査では以上のことを考慮して，ほとんど落葉の終

った12月下旬に採取し，風乾重量を求めて落葉量とし

た｡下草量は7月下旬のほぼ伸長の終った頃に地上1cm

高より刈り取り生草重量を求めた。これも刈り取り時

期，刈り取りの高さで箸るしく差がある。

館4表及び5表は落葉，下草量の調査結果を示したも

のである。これによると喬木のアカマツの下に広葉樹の

入った林ほ落葉量が多く，広葉樹だけの林ほ箸るしく少

い。下草量もほぼ同様の傾向であった。農家では，広葉

樹だけの林より針，広混合林が落葉避が多いので，この

方を好んでいる。アカマツの落葉と広葉樹の落葉では厩

肥を生産する場合，完熟に至る日数が8～11日，前者

がおくれるが，有効成分は分析結果によると大差がな

く，林地では針，広混合している場合が多いので完熟厩

肥生産日数は艇家では問題にしていない。叉作物に施し

た場合も広葉だけの落葉と針，広混合の場合で肥効には

差は認められないようである。

捧
樺
一
Ｉ

本|鰈|擬|平均胸高直径 生草重本
本
０
皇
↑
８
７
４
１
５
５

樹
数
ｕ
８
５
４
６
５
１

１嘩
数
本
一
一
一
一
３
８
ｕ
８

構成樹種

糊
司
罰
９
６
３
８
６
９
９
４

葉
ｃ
ｚ
２
ａ
ａ
２
Ｌ
ｚ
４

広Ｉ識
一
函
一
一
一
一
麹
率
啄
郵

針

〆
2．182

5．653

3．709

8．826

1．983

2.678

9．366

7．934

本
０コナラ，クヌ

ギ林7,8年生
〃

〃

〃

アカマツ林の
下に雑木

〃

〃

〃

1
■

284

358

447

164

6

１
句
曇
３
４

51

16

13

第6表完熟厩肥の肥効成分

一
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ナラ，クヌギ

（当試職場の分析結果による）

5．農家の落葉，下草採取並びに利用状況

以上はs農場山林の落葉，下草の利用状況であるが，

ｵ鄙須においてば他の山林もほぼ同様に利用されてい

る。次にこの附近の幾家が畑作経営に必要な落葉や下草

を集めるのにどんな苦労をしているか，叉集めた落葉を

どう利用しているかについて述べて象よう。第7表にお

いて2，3，4の農家はS農場の山林より採取している

が，1の農家#まS健場よりの採取面積は2町余で他はそ

れぞれ1里，1．5塁，2．5里離れた山林から採取してい

－23－
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田中：幾用林利用に関する一断面

第7表農家の落葉採取状況

’農家番号 2 31 4
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12月21日～3月17日
43人9日
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3,600〆
3,040fr

270
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60の

一

る。採取時期は農閑期であるが，各農家は文字通り朝に

月を仰いで家を立ち，夕に星を戴いて帰る状態で，朝5

時から6時頃及び夕方5時頃はS農場へ通ずる道路は馬

車，荷車が何百米にわたって陸続し一偉観を呈する。落

葉採取作業は重労働であるから毎日つづけることは出来

ないようである。

林内からの下草の刈り取りは連年行うと草勢が箸るし

く弱わり産草屋も減少するので，2年連続刈り取り1年

休承とか，隔年刈り取り等が行われる。草刈りは農繁期

に当るので挫家の人有にはやせる程の重労働である，

6．落葉，下草採取林の合理的経営

(1)落葉，下草採取林への依存度の強さ

関東畑作地帯でば農家が年間作物に施用する堆厩肥を

確保するため非常な努力を払らい，附近に落葉採取林の

ない場合，2～3里，時には4～5里の遠方から落葉を

入手することも稀でほない。したがって1段歩の落葉採

取権が1,000円をこえる場合もある。那須地方では1町

･歩3,000～5,000円の範囲であるが，これらの権利はほ

とんど固定化している。

農家の落葉取得えの強い関心は，これらの山林の開拓

者えの解放に対し強い反対となって表われている。現在

の農家にとっては，これら堆厩肥源を失なうことば畑作

経営を根本からゆるがし，艇家経営に致命的な打げきを

与えると考えるためである。

②農家経営の合理化

農用林依存より農家が脱却していくには現在の農業経

営を合理化する必要があり，その方向については既にい

くつかの論文が発表されているので，ここではそれらを

箇条的に記す。

a堆厩肥の量産より質の向上をはかる。このために

臓完熟堆厩肥の生産，堆厩舎の設置等を行なう。

b家畜の導入，酪農経営，堆厩肥の質の向上のため

には家畜の飼養が必要である。乳牛の導入により，飼料

作物を栽培し経営内より有機質肥料を生産する。

c作物の転換特に煙草作は反当400～500〆の堆

厩肥を用いるので，これに代る換金作物を導入して煙草

作の減反をはかる。畑地潤既等も共同で実施し，陸稲作

の安定をほかる等,経営内の有磯物生産と消費に均衡を

保たせるよう作物転換を行っていく。

(3)農用林経営の合理化

a奪掠経営より増産経営え

関東における落葉，下草採取林のほとんどが，謬馳え

の一方的奉仕であるため，林地ほ年々地力を消耗し林木

の生育も箸るしく低下しているのが現状である。しかも

これに対してほとんど手が打たれていない。第4図でA

は26年間落葉採取を行わぬ林地であり,Bは昭和10年

以後落葉採取を行っている林地である。両区ば町有林で

第4図落葉採取及び非採取林の生長堂比較図
（樹幹析解による）
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互に接近した林地で，土性にほ大差はないと考えられ

る。両区の生長量の差は落葉採取が原因とゑられる°し

たがってこのように奪錬的経営を行っている林地には何

等かの形で奪猿分を補うための還元が行われなければ樹

木の生長はもとより，落葉の採取さえ不可能となりかね

ない。筆者は昭和26年以来林地え施肥試験を行ってい

るが，落莱採取を中止あるいは減少出来ぬ現在として林

地施肥が－つの地力誰持の方法であろう。只林地の施肥

は，肥料が表層にとど寮って地中え入り難く流亡しやす

いので，繊伏肥料を施すとか，地表を浅耕して施肥する

等の考慮が必要である。今後，林地の施肥法の研究が必
要である。

b伐期令の延長

落葉，下草採取林は零細所有であるため，農家は冠婚

葬祭その他不時の出費を必要とする際蝿采することが多

《
〉
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田中：農用林利用に関する一断面

り上げられてよい問題だと思う。

e輪換落葉採取

落葉，下草採取林に比較的余裕のある農家や叉余裕は

なくとも，挫業経営の合瑠上により落葉使用量の軽減を

はかり，輪換落葉採取を行うことは地力維持上有効であ

る。これは林地を1/5位にわけ，5年目毎位に1区の落

葉採取を1年休む方法である。落葉は1年間に腐敗がか

なり進承,細かく砕けた部分が次の落葉採取の際残るの
で，有機物保持上に有効である。

7．結語

以上は那須北部の落葉，下草採坂林の例をとり農用林

の現状を平面的にごくあら筋だけを述べたものである．

卒直に云ってこれら落葉，下草採取林は荒廃しつつある

の力蘂情である。林業経営者から云わせれば，全部針葉

樹林としてしまった方が国家経済上からは有利であると
云うかも知れない。食湿増産の立場からは開拓してしま

えと云うかも知れない。しかし水田をほとんどもたぬ関

東畑作地帯の農民には農用林は切り離すことの出来ない

強い結びつきをもっている。しかし既に述べたように農

用林えの依存度を軽減する道はいくつか開かれている｡

農業経営の合函上と農用林経営の合理化が互に並行して

行われて始めて農用林も拶馳と対等に位澄し，畑作地帯

の農用林奪掠経営の汚名も返上出来よう。今後一そう林

業技術者により農用林経営合理化のための研究が行われ

ることを切望する。

く，したがって伐期令も短縮されやすい。殊に凶作等の

場合，謂馳の作物減収のうめ合せを，農用林が一手に負

わされることになる。これが我が国の艇用林の姿であ

る。伐期を延長して経済的伐期令で伐採することは，林

地の保護上からも，経済上からも有利である。したがっ

てこれを実施するためにば，零細所有の艇用林を森林組

合で統合して計画的伐採を行うと共に健家の経済的な危

機を脱するための共済制度が必要である。

c伐採方法の改善

落葉，下草採取林はほとんど薪炭林であり，その伐採

方法催皆伐が大部分である。皆伐による地表の露出は有

機物の消耗に拍車をかけ，連年の落葉採取で僅ずかしか

残っていない有機物を分解しつくして林地をます堂すや

せさせてしまう。殊に傾斜地では，強雨の際,表土が洗

い流されたり，崩壊を起しやすい。したがって林地の地

力維持や保全のたぬには皆伐をやめて択伐を実行すべき

である。

,d飼料木の混合による地力維持

落葉，下草採取林ば地上の有棲物の全部を謂鈍え持ち

去られるので，肥料木を植栽して地下に誕分を保留させ

林地の地力回復をはかることも極めて重要なことであ

る。ハンノキ類やヤシヤプシ類を導入するとか下草とし

て林縁にハギ類を植栽することは既に幾多の好結果をも

たらした例がある。択伐後の疎林に青刈用の大豆やヤブ

マメ等の種子をまき，地力の回復をばかることも今後と

“
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バリの植木屋アダムス氏のエニシダの黄rEと赤花の接
木，其の他イタリーのピザレアォーレンジなど､ほ，ゑなと
の例だといわれている。

しかし接木は必らずキメラになるかというと，これは

別な問題であると思う。例えばズミにリンゴを接木した
場合に，ズミの枝を助けておいた場合，その木はズミと
リンゴのキメラとなるだろう。しかしズミの枝を助けて
おかないで，リンゴの枝だけを鑑させた場合には，そ

れはキメラではなくリンゴである。リンゴの苗木は，接
木によって作っていることは周知の通りである。

ところで，この撰木で作った苗が，穗木に使った品種

の形質をその礎受け継ぐかどうかという問題について
ば，二様の見方があると思う。その一つは,､大ざっぱに

同じだという見方である。一般にはこの見方の方が多
い。他の一つは，厳格に比較して，穂木の形質をその儘
受け継ぐ・ものではないとする見方である。この2つの見

分は，どちらが正しいかなどいう筋合のものではなく，

その根底をなす考え方が，そのものの利用の面で差麦な
い場合には詐誉によって差支ないであろうし，利用の面
で差麦の起る場合には鍵昔に従わねばならぬことになろ
う。

湛が俊昔の見方を正しいとする理由は，果樹につい
て，実際家が永い間の経験で後昔の見方をとっているこ

とを知っているからである｡すなわち裳桃に接木する
と，その果実ほ非常に甘いが，梅に接木した場合には酸
味が強く，よい果実は得られないと言われている。また
葡萄の場合でも，穂木と同様に，台木も吟味しないと，
よい葡萄にはならないというので，山形県の東髄賜郡
に，穂木と台木を一定のものを使って，非常によい品種
の苗木を作っている人がある。

果樹の場合には，何よりもその果実の形質が問題であ
り，その形質を構成する種をなる因子，例えば，果実の
味，芳香，色彩，大きさ，形など，いろいろの点が問題
となるから，このように深いところまで観察と推理が届
いたものであろう。しかし果樹以外の樹木については，

いろいろの理由から，このことが等閑視されたものであ
ろうと思う。その理由というのは，接木のできるのは，
植物学的に近縁の樹木でなければならぬとされている。
この問題についても，だいたいにはそうであるが，厳密
な意味では根拠の･ないことだと思う。

何故なれば，接木の場合には，樹液の中に含まれてし、
る蛋白質の型力墹題であって，これは人間の輸血の場合
の血液型に相当する関係があり，蛋白質の型があわない
と，接木は成功しないという学説がある。ところが現在
の植物分類学ば’いわゆるリンネの分類法であって，花
の形,果実の形などに分類の基礎を睡いているから，そ
れば樹液の化学的成分とは本来何の関係もないのであ
る。そこで将来接木のための分類法，すなわち樹液の蛋
白質の型による分類が行われるようになれば，この問題
は，この分類法の近縁関係が決定的な意味をもつことに

なる。現在の分類法では，だいたいば，同属のものは蛋
白質の型においても近縁であるらしく，したがって接木

ミ 接木のキメラと

ギリシャの古代沙談俊くし戸ポソが退治したキマイラと

いう怪物ば，体の前半ば，頭部は獅子，甫娠は山羊で，
後半分は竜であったといわれる。これに似た話は日本に
もある｡源三位頼政の征伐した鮴,紫慶殿のいぬいの
空に現われて，女の声を出して鳴いた相だが，これを頼
政公が射落して見ると，頭は蕊，前半分は虎，後昌鰯は

蛇であったという。このどちらも，男性とも女性とも書
いてないところを承ると，これはまったくの1匹だけの

もので，その子孫は後世に残らないという悩潰のもので
あったろう。

これは動物であるが，このような怪性のものが植物に

あらわれ，それは接木によってできるというのが，植物

キメラという概念である。そうしてキメうば2種の植物

が，それぞれの特性を失わずに，1本の植物として共生
しているのであると説明されている。

忍の見るところでは，やどりぎ科に属するものの場合
にはまさにその通りであると思う。

またもう一つの場合は，1本の樹の枝に，接木した場
合には，譲木枝は台木と異なった形質の枝となるが，台

木の本来の枝は，依然として，その台木の本来の性質を
保持することは，盆栽や庭木などでよく見られるところ
である。しかしこの場合にも，蕊木した枝が，蓑つたく

以前の個体と形質の同じもので，僅ずかの変異もないも
のかどうかということについては，疑があると思う。し

かしこの問題を抜きにしても，明らかに区捌できる形の
ものが，同じ1本の樹になっているのだから，これほキ
メラということができると思う。

童たこれに似たもので二葉型性というのがある。これ

はイブキ，ピャクシンなどに承られるもので，型の違う
2種の葉が，枝を異にして同じ樹木に隷生するものであ
る。しかしこれば，樹木そのものが2葉型性であって，
こればキメラとは云わない。

このように，キメラという言葉の表わす撫念にほ，自
ら限界があって，二葉型性の樹木や，課生木の場合には
キメラとは云わない。

縫物の接木の場合にはキメラとなる例は，約40年前
にウインクラー氏の実験した,1､マトとイヌホオヅキの

撰木の鋳青点から出た枝が，右側ボトマ1､，左側はイヌ
ホオヅキになったので，2種の植物が共生するから，こ

れはキメラであると云ったのである。同じような例は，

一

の
ら

1

（
心
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野崎？接木のキメラと交雑について

できる可自罐は大きいが，必らず接着する必然性はな

く，一方には，属のまつたく違うもの相互の間にも接木

が成功する場合のあることば，実験的に確かめられた例

があり，興味深いものがある。

このように，接木ほ近縁の樹木が接木される場合が多

く，これが形質は，穂木と台木のいずれに似ているか，

あるいはまったく穂木と同じであるかどうかという問題

になると，この区別なり，蝋別なりが，植物分類学の方

法では，まったくこれを解くことはできない。すなわち

花による区別のものであるならば，花の咲くまで待たれ

蕪ならず，毬果によって区別するものであれば毬果の結

実するまで待たねばならぬというようなわけで，恐ろし

く気永な話になる。そうして，それが，区別することが
できない場合にも，同種であると断定できな山,だろう。

亀その理由は，前述の李の場合に，花はまったく同じで,・
同一種の李という結論に達しても，実が味の点で殊更に

違っているとしたら，これは区別すべき理由があると考

えられるからである。

このように考えてくると，最早植物分類学上の種とい

うことでは，われわれの生活上要求する区別の欲求は満
毎

足きれないのであって，もつと細かに分けられた分類が

必要になってくる。

例えば白色レケホーンは，一つの種類であるが卵用種

であるこの鶏がいろいろな系種に分けられ，同じ系種の
凸

中にも，3百卵以上などと銘打った系統を区別するよう

になる。

林木においても，これは同様であって，林木の利用がゆ

，単に木材と薪炭材だげではなく，文化の進むにつれて，

いろいろな用途に使われるようになると，林木に対する

われわれの要求も違ってくる。そこでこの要求に合致す

る形質をもっているものが優良品種と.なるわけである。

特にこの必要I生は，いわゆる特用樹種において大き

､､。特用樹種というのは，家具，工芸料，糊料，洗濯
へ料,繊維料,油料,香料,蝋料,染料,薬料,飼料,食
料，肥料，庭園樹など，その用途はさまざまであり，そ

の優劣が甚だしい差があるので，利用価値の高いものが

重要視されるのである。したがって品種の腱れたものが

塒剃な名で区別されることになる。

このような，さまざまな用途に供せられる特用桜腫の

優良品種の識別は，非常に困難なことは止むを得ない

か，一体そういう区別の方法があるものかどうか？

この点についてば，まだまだ研究の途上にあるものと

見られ，まとまった研究としてはあるにはあるが，その

数ば少ない。

その一つは三琶津（トリコマ）である。これ憾葉に付い
ている毛の形で，品種分類の「キメ手」として用いよう

とするものである。

毛茸によって区別できるものは，ミツマタの3品種，
キリ，カシ類，グミ，アベ可キ，オリーブ，アプラギ

リ，日本栗と支那栗，などが著名である。
このような品種の「キメ手」ば非常に大切であって，

育種の研究には，これが品種分離の拠り所となるところ
から，重要な役割を荷うものと思われるが，今のところ

毛茸以外に明らかにされているものは少ない。

私は松の品種の区別のための「キメ手」として，ある
ピン1､を得たので研究中であるが，まだ雍浸すべき段階
には達していない。

このような方法で，接木によって得られた樹木を鐸農
すると，いわゆるキメラとなるなと云うことは信ぜられ
ない。すなわちキメラの概念では，接木の場合台木は台
木，穂木は穂木であって，煎餓のギリシャ神話に出てく
るキマイラ，前半は獅子と山羊,後半は竜ということに
なるが，接木によって得られた樹木には，台木の特有の
形質が樹幹の頂上蓑で現われており，勿論穂木の形質も
表われるといったように，それは完全な交剃種として理
解されるのである。

忍の観察では，この交雑における台木と穂木の形質交
雑の割合は一様ではない。極端な場合には，まったく穂
木の形質しか表われない場合がある反面に，まったく台
木と同じ場合もある。しかし，これは数少ない例であ
り，多くは両方の形質を，種をなる割合で交雑するよう
である。

そこで考えるのであるが，これらの両種を花によって
交雑した場合に，継受する形質は，どのように現われて
くるかという問題である。これは恐らくメンデルの法則
によって現われてくるであろうが，そうすれば接木交雑
の場合と非常によく似た形質の継受の現象となるわけで
あるが，これは遺伝的に全然一致するものとは考えられ
ない。果してそうだとすれば，この点から接木交雑につ
いての一つの理論ができてこなければならぬことにな
り，これは近い将来に，必らず一つの法則が発見される
だろうと思う。

このようにして，窪衣の場合では厳正な意味ではキメ
ラとばならない。それは接木交雑という，花による蚕難
とは違った法則によって導かれる，嶋拐ﾘな交雑となるも
のであるということができると思う。
したがって現にやかましく言われている糖調封のクロ
ーンをつくるとき，挿木による場合にば問題はないが，
接木の寺稜による識重の場合には，精動鋼と同じ形質の
ものを100％期待することは無理であって,それは25％
位となり，残りの内50％位は，多かれ少なかれ台木の
形質を混入するものとなり，残り35％位妹まったく台
木の形質を継受することになると思われる。この点から
ほんとうによい桜潅を作るためにほ，果樹で試ぶられて
いると同様に，穂木と台木を両方共選択することが必要
となるだろう。これは林木育種において，接木の寺穀の
マイナスとなる事実である。

しかし拶沐の手段を林木育種に応用してプラスとなる
ことも見逃せない。それは花によって交雑種を作ろうと
する場合,2世代,3世代と数10年を経て到達し得る交雑
種の作成ほ,多くとも4，5年で作成されることである。
われわれは，将来，意識的に，計画的に，われわれの
希望する形質を備えた林木を，短時間に，その作成経過
を見ながら作出することができると考える。このように
して接木の問題は，林木育種の中心的な研究問題となる
であろうと思われる。
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うな生長の早い樹種の造林によって解決するより外に方

策がないとの，有力な意見が論議されていることを知っ

た。私ぱ有望な外国産ヤマナラシの試験研究を，とやか

くと論駁（ばく）する気持ちは毛頭ないばかりでなく，

蚕すますその必要性を強調するものである。しかし私は

日本にも優良なヤマナラシ在来種があるからには，これ

も並行して試験研究し，そうして造林用に供すべきであ

ると思う。

こう云う見地から私は永い空白を克服し，忘れがちな

記憶を思い起し，古き資料をあさり，潜越とは知りつつ

も，禿筆を振い江湖に問わんとするものである。これが

起因となってヤマナラシの研究ならびに造休が実現され

るはこびとなるならば私の幸甚とするところである。

2．ヤマナラシ造林は何故に放置されたか

‘ヤマナラシ材は明治初年から，もっぱらマッチの軸木

として利用され，明治10年頃から輸出品目のうち，マ

ッチは大きな比重を持って居った。そうして大正初年に

は北海道を除き，ほとんど伐採しつくしてしまった。明

治の時代にほ北海道のヤマナラシは無尽蔵のように思わ

れていたが，大正10年頃には北海道でも交通不便な北

見地方に,ただ僅ずかに少量の蓄積を見るのみとなった。

その時代，すでにマッチ事業界の需要を充すことが出来

ないので，シベリア方面から輸入して，辛じてこれを補

っていた状態であった。

したがってヤマナラシ材は高価で，到底パルプ材とし

て利用すると云うようなことは夢想だにおよばなかっ

た画神戸市などでは燐寸軸木として利用した廃材は玩具

の材料として，相当に高い価絡で，飛ぶように売れた今

これが大正10年前後のことであって，今から考えると

一寸想像も出来ない位な貴重材であった。ヤマナラシ材

が製紙パルプ材として使用されなかったのは，不適当な

ためではなく，高価のため経済的に成り立たなかったか

らである。

ヤマナラシの造林が行われなかったのは，いろいろな

理由があるのである。ヤマナラシは杉林や松林のように

純林でそうして集団的に生育していたのではない。点々

と天然の雑木林のなかに混清して居ったものを無計画，

無方針で択伐した。マッチの軸木と云う特殊の用途に使

われる関係上，その当時，他の用材より高価であったが

たあ，このような原始的な伐採方法でも採算がとれたわ

けである。

とにかくヤマナラシは生長もよく利用的価値も高く，

そうして伐採跡地は，新たに造林の必要がないと云うこ

の優良樹種が，なぜ今日まで放任ざれたであろうか，そ

れにはいろいろの理由がある。ヤマナラシは根上り萠芽

の特質があるから，伐採跡地には天然生ヤマナラシの稚

樹が叢生して，第2次のヤマナラシの天然林が自然に造

ヤマナラシの

造林人工

について

相原言三郎
弓

1．はLがき

私はかってヤマナラシ（青ドロ）の人工造林に専念し

たことがある。2，3年前にヤマナラシの造林に関する

いろいろの資料が，私の筐底から見出した。これを一読

するに現在のわが国の情勢下において，林業界は勿論，

製紙界，バルブ界のため，ヤマナラシの造林こそ，最も

適切なものであることを，私は痛感した。すなわちヤマ

ナラシ材は製紙パルプの原料として，利用価値が大きい

ばかりでなく，造林上の観点からも，最も有望な樹種で

あるからである。ヤマナラシは生長力，きわめて旺続で

あって，我が国固有の樹種のうち，桐樹以外にはこの右

に出ずるものがないと思う。しかもひとたび造林が実現

さ.るるならば竹林のように，恐らくは半永久的に再造林

の必要を認めないと云う特色を持っている。

私はヤマブーラシの造林が，現在どういう情態にあるの

か，私には永い間の空白があって，まったく判知するこ

とが出来なかった。私はこの空白を埋めるために同樹の

利用ならびに造林の状況について3年前に，2，3の製

紙会社とパルプ会社，それから林業試験場と林野管理局

において調査した。その結果は製紙パルプ用材として利

用されないばかりでなく，その研究報告もほとんど見る

べきものがなく，なお造林も前者と同様，試験も研究も

願承られないと云う現状であり，いたく私を失望せしめ

た。潅は直ちに筆を執って世論に訴え，ヤマナラシ造林

の実行を促したいと思ったが，なに分にも永い間，林業

界から遠ざかり，まったくの井中の蛙，あえてする自信

も勇気もなく，その機会を失って今日にいたった。

しかるにたまたま外国産のヤマナラシ苗を飛行機で輸

入し，育苗造林の試験研究に着手していることを耳にし

た。そうして製紙用材の急激な増加は，ヤマナラシのよ

⑥

&
P

《
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相原：ヤマナラシの人工i鄙について

成されるわけだ。しかるに天然のヤマナラシは雑木林の

天然林のなかに点灸と小集団をなして生育していた。ヤ

マナラシは陽樹であって，たとえ稚樹が族生しても陽光

不足のために枯死し，その林地に姿を消し，何時のまに

か自滅してしまった。

それからヤマナラシには10数種の変種がある。しか

るに私の知る範囲では，人工造林に可能な変種は日本内

地では一つも見当らない。造林学の大家本多博士も，そ

の箸，造林学各論でヤマナラシの人工造林は不可能であ

ると述べていると思う。博士は試験研究した結果からの

跨愉であることは確かだ。私の経験によれば10数種の

変種のうち,人工造林可能なものほ,ただ1種類あるだけ

で，しかもそれは日本内地には見当らない。すなわち人

工造林不可能な内地産のヤマナラシを試材としたから，

このような結論が出たのだと思う。

北海道には造林可能な優良変種がある。殊に十勝平野

と北見の一部には集団的に繁茂していた。ところがこれ

等の地方は開墾され農耕地として利用の転換が行われ，

根上り萠芽の根元であるヤマナラシの根部が根こぞぎ

取り除かれ，終にヤマナラシはその片影も見ることが出

来なくなり，第2次のヤマナラシの森林は造成されずに

終りを告げたわけだ。

たとえ優良変種であっても，種子の採集（採集の適期

は僅ずかに4，5時間）の困難播種育苗の容易でない

こと（種子一升の粒数ほ5百万～6百万で発芽期間短か

い）憾良変種の母樹が選定困難なこと，造林の経験が浅

いこと，これ等の理由から，その造林の必要を認められ

ながら，ズルズルと自然のままに放置され今日にいたっ

たものと思う。おそまきながら外国産ヤマナラシの試験

研究が行われるようになったことは喜ばしいことであ

る。すなわちこれが動機となって過去に於いては，日本

にも立派底ヤマブーラシの天然林があって，これを原料と

したマッチの輸出が重要な地位を占めて居ったことに気

がつき，さらに日本在来のヤマナラシが製紙用材を目的

としての造林に着目するために，その研究が再現せらる

ることを熱望するものである。

3．ヤマナラシ材の利用価値

ヤマナラシ材が製紙用材として利用価値が大きいこと

は抽象的に述べたが，今具体的にヤマブーラシが製紙原料
としての時徴を挙げて参考に供したい。

（イ）生長力が旺盛なること。

（ロ）白色にして漂白し易いこと。（心材の部分も白

色で辺材と変りがない）

（ハ）樹幹通直にして利用率が大きいこと。

（二）材質柔軟にしてかつ繊維が容易に解梁するこ
と。

(ホ）繊維素の含有量が多く，かつ繊維の形状も紙料

として不良でないこと◎

い寮，森岡氏と今見氏の剛究の結果をかがげよう。

’
繊維素％

58．83

56．88

60．30

49．84

58．12

樹 種

カラマツ

ドロ

ヤマナラシ

ポプラ

モニヒラ

繊維素％

57．93

59．25

56．07

58.93

59．58

種
一
や
や
シ
や
や

マ
マ
マ
エ
エ

樹
ド
ド
ゾ
ヵ
ヵ

ト
ト
エ
ア
ア

’
1

1’’
一一－

この表から見ればヤマナラシの繊維素の含有量は，か

えって針葉樹のそれよりも多い。欠点とするところは織

維の短小なことである。しかしこの点は繊維素の長いも

のを混入することによって，耐久力を増しかつその質を

強靭ならしむることが出来る。しかもヤマナラシは光沢

が美麗で純白で，なお，柔軟である利点は良質の紙料を

得ることが出来るだろう。このような点を綜合して考え

て見れば，ヤマナラシは澗葉樹のうちでは最も良質の原

料であるとハツキリ云い得ると思う。

4．ヤマナラシの造林の価値

ヤマナラシが如何に利用価値が犬であっても，造林上

の観点から価値がなかったならば研究の余地はない。最

も大きな問題は造林上の価値すなわち林業経済上，果し

て有利であるかどうかの問題である。余りに独断的では

あるが，私の実際的造林の経験から云って，充分に価値

ありと云いたい。しかし前にも述べたように造林不可能

な劣悪な変種では駄目だ。ただ優良変種の承の造林が可

龍なのである。この際，これ等の優良樹種を見出し，積

極的に育成繁殖せしむることが急務であると云いたい。

私のこれから述べようとする造林上の価値性は，この優

良変種であることをハツキリと，まえ以って申し述べて
澄きたい。

それは生長量の問題,環境に対する適応力，病虫害そ

の他の諸害に対す抗抵力の問題であると思う。これ等の

諸点について私の研究したこと，調査したこと，実験し

たことを述べて参考としたい。

（1）ヤマナラシの生長量

落葉松の生長は早い。この生長が早いと思われている

落葉松とヤマナラシの生長力とを比較して見よう。そう

すればヤマナラシの生長力は自らハツキリするだろう。

同一立地に，同一年度に植えつけた12年生の両樹種に

ついて，樹幹析解の結果を比較すれば次の通りである。

ヤマナラシは樹高46尺5寸，落葉松は樹高30尺5

寸，胸高直径は前者は4寸3分3厘，後者は3寸4分で

ヤマナラシは落葉松よりも，はるかに生長力が大きい。

垂
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相原：ヤマナラシの人王i静kについて、

殊に体機生長量は，ヤマナラシは3．37立方尺，落葉松

は1．43立方尺で，2．3倍である。この比較が12年生

の幼齢時の生長力のものであるから，かるがるしくほ断

定することは出来ないが，ヤマナ･ラシが生長力の旺盛な

樹種であると云う資料にはならと思う。

このような生長力の大きいヤマナラシは，生長量と云

う点から見た場合には造林の価値が大きいことは，無条

件でこれを認めることが出来るだろう。

（2）土地に対する適応カ

ヤマナラシは土地に対する適応力の大きい樹種であ

る。極度の湿趣，急傾斜，風両地以外の土地において

は，よく発育生長する。そうして表土の深浅には関係な

く,なお孵地にあっても比較的よく発育する特性がある？

ヤマナラシは極めて浅根性で，しかも根部の発育がこれ

また旺盛である。そうして表土の浅いことは生長力に，

余り影緋することが妙くない。なお驚くほどの根部の旺

盛な発育は，広い範囲にわたって菱分を摂取する関係

上，他の樹種では造林が出来ないような林地でも可龍で

ある。ヤマナラシの自然林が火山灰地にもよく発育して

いたのは，このようなヤマナラシ根部の発育が顕著であ

ると云う独自の特性があるからである。

秘がヤマナラシの人工造林を経験したのは北海道の駒

ケ岳山龍の火山灰地帯で，表土は浅く，乾燥地で，土地

は肥沃ではない。いずれかと云えば潅地に属する。そIれ

に前述したような生長力を示めしているところから見れ

ば，ヤマブーラシは土地に対する適応力は大きく，叱較的

広範囲に造林が可能であり，造林の価値があることを容
易に判断することが出来るだろう。

（3）ヤマナラシの郷士

ヤマナラシは過去の天然の生育状態から判断すれば，

その郷土は相当に広範囲にわたって居ったことがわか

る。北は北海道から南は九州四国におよんで居った。本

多博士は「ヤマナラシは北海道より九州まで適当し，寒

帯より暖帯中央部まで生ずること紗からず，しかして信

州にてはこれを「ヨメブリ」と云う，越後にては「ホト

ケギ｣，芸州にてはrイセヤナギ｣，筑前にては「イヌギ

リ」其の他，ヤマアラシ，アメフリ，ツラフリ等の方言

を有する地方あり」と造林学各論で説明している。本多

博士は明治時代においての調査である。現在のようにヤ

マナラシが，林業者にも，製紙者にも，まったくと云っ

ても過言でない位，願義られないことは，ヤマブーラシ泥

ついて，若干の経験を持つ居る私にとっては，なんとな

く嘆かわしい思いがする。

論議はとにかく，このようにヤマナラシはほとんど日

本全国に分布されていたことは事実である。現に私は香

ﾉ1I県の琴平から財田村に通ず県道に副つた山林で,･ヤマ

ナデシの稚樹が密生しているのを見て居る。なお茨城県

取手より下舘に通ずる常総線の沿線にも点,々と稚樹が籏

生しているのを目撃している。その他2，3カ所でも稚

樹が繁茂して居ることを知っている。

ヤマナラシの天然樹はこのように生育分布が広範囲で

あったことから観察すれば，もしヤマナラシの造林が行

われる時代が到来するとすれば，日本全土にわたって可

能であることとなるわけである。こう云う見地に立って

ヤマナラシの郷土，すなわち造成可能の土地は極めて広

範囲であると断定しても，あながち過言ではあるまい。

（4）諸害に対する抵抗力

ヤマナラシは風雪等の気象上の被害には，浅根性では

あるが比較的つよい。なお旱越の害に対しても相当に抵

抗力がある。ただ気がかりになるのは育苗中の苗木が病

虫害，特に病害に冒され易いことである。しかし優良変

種を育成する場合には，大体において予防することが出

来るが，造林不適の変種はその年の気象関係により被害

甚大で，育苗は甚だ困難となることがある。寒さに対し

てば極めて強く，殊に根部の如きば地面から露出するも

枯死することはない。ただ優良変種であっても赤ダニの

予防には，ずいぷん手こづつたが，薬剤が箸るしく進歩

した今日においては心配する必要はないと思う。

造林地においては兎害がある。雪上に抽んでている部

分をかゑ切る，これがために善心したが，たとえ被害を

うけても明春には新たな芽を発育するから思ったぼども

ない。場合によっては雪とけを待って根元から剪定して

置けば，極めて旺盛な萠芽が伸,々 と発育し，秋季にいた

れば被害をうけないものと，縁とんど同様な生育を見る
ことが出来る。

､（5）ヤマナラシの挿木

ヤマナラシはワタドロのように挿木によって育苗する

ことが出来ない。いろいろと試験したが失敗に終った。

あるいは私の技術が未熟のためであったかも知れない

が，挿木による育苗はあきらめた経験を持っている。し

かしヤマナラシは根上り萠芽(根吹苗)が圧盛であり，こ

れを採収して育苗することが出来る。優良変種の育苗，

増殖には挿木が出来ない不利を補うてなおかつ余りある

と思う。根吹苗については後述する。

5．第2次森林の造成

ヤマナラシ樹林が一度造成さるるならば，ほとんど永

久的に保統的に伐採跡地は，また再び簡単な手入保護の

承によって，第2次森林ｶﾐ造成される利点がある。前に

も述べたようにヤマナラシは根部より萠蕊を出す性質が

ある。この性質を利用して第2次森林を造成するのであ

る。ヤマナラシの根部は樹幹と直角に根部が発達し，恰

も竹の鞭根のようにやや波状をなして発育する。そうし
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てその高い部分が紗Lでも陽光の恵承をうければ，その

局部より萠蕊を生じ，しかもその生長力は極めて旺盛

で，1年生で7，8尺の高さに達するものも珍らしくな

い。森林火災後ヤマナラシの稚苗が族生する現象は，こ

のような理由によるものである。

私の曾ての経験によれば造林後10年生以上に達すれ

ば，下刈りを実行しただけで相当多数の稚樹が発生する

ことを知った。一口に云えば竹の造林ならびにその手入

れと思ったら違いない。幾多の調査試験の成績は手元に

あるが，余り冗長に流れるから割愛したが，このように

天然生稚樹の育成によって，第2次森林の造成が可能で

あることはヤマナラシ造林の有利な点である。恐らく我

が国における有要樹種で，このような特質を持ち，天然

更新が可能なものは余り多くぼあるまい。私はその当時

に，ブナ，アカシヤ等はヤマナラシのような性質を持っ

て居ることを知った。しかしこのような特質があっても

これ等の造林は敢えてする勇気がなかった。

ヤマナラシほ生長力が旺硫であるから，輪伐期を早め

ることが出来，利廻り採算もよい。なお，霞た多くの手

数をかけないで第2次森林が自然に造成さるると云う特

質を持って居る。こう云う点からもヤマナラシが造林上

の価値性が大きいことは，なに人も首肯することが出来

るだろう。

6．ヤマナラシ人工造林に対する私見

私は北海道駒ケ岳山麓においてヤマナラシの人工造林

について専念し，その育苗ならびに将来の見透しについ

ては確信を持てるようになった。しかし造林に関しては

有始有終の美をなしたとは云いきれない。むしろそれは

成功したと云うよりは，成績が芳しくないと云った方が

適切であるかも知れない。

それば侭良変種の盤得が思うように出来なかったこと

にも拘わらず密植に過ぎたこと，そうして間伐の時期を

失し，思う存分にヤマナラシの特性を発揮せしむると云

う方策をとらなかった点である。これは勿論，私の未熟

と無知のためではあるが，その時代には吉野林業の模倣

が多く密植主蕊が支配的であった。こういうことも知ら
ず知らずのうちに邪道におちこんだ一因でもあった。

私のこのような失敗から私は今でも思っている。必ら

ず優良変種を撰定して造林用に供すべきこと，そうして

1町歩当りの植付け本数は’’000本以下とし，最初から

間伐を施行しないでも造林の目的を達成することが可能

である程度とする。あるいは苗床で播種育苗する代り

に，造林地に発生した根吹苗を利用することも考えられ

る。この場合には更に植付け本数を少くする。そうして

下刈を施して陽光を林地に与えれば根吹苗は多数発生す
る。こｵ'等を利用すれば造林の経謎を縮小することが可

能であるばかりでなく，無性繁殖によって優良変種の熟

の造林が可能となるからである。前にも述べたようにヤ

マナラシ侭雌雄異採であるがため雑種となり易く，たと

え優良変種の母樹から採集した種子でも，所期の目的は

達成されない場合が多い。

造林地には充分に陽光をあたえて，生育を中止せしめ

ないようにすることが肝要であるが，私は間伐を怠り，

この鉄則を無視したたあに上長生長の象大となり肥大生

長臓，その割合に大きくならない。こうなっては，たと

え合法的に間伐をしても，再び肥大生長を職んにするこ

とは不可能に近い。しかし今となって悔いても仕方がな

い。おそ主きながら私の失敗が今後ヤマナラシ造林に着

手する人士のために参考となるならば，私の望外のよろ

こびとするところである。

7．ヤマナラシの優良変種を保存せよ

ヤマナラシの造林がたとえ価値性に富んで居っても，

優良変種がまったく日本的に皆無であっては，どうする

ことも出来ない。私の調査によればこの優良樹種は本土

にはなく，北海道も僅ずかに十勝と北見の一部に点在し

て居ったに過ぎないと前に述べた通りである。しかし今

からでもこれ等の優良種は北海道において必らず若干は

見出すことが出来ると思う。

前述した通りこの優良変種以外の造林は，絶対に不可

龍であると断言しても過言でないと，私は今日もなおそ

う思っている。ヤマナラシ造林の手始めとしては，どう

してもこの優良樹種の保存育成に着手せねばならないこ

とを強調したい。

私は曾て国立林業試験場仙台麦湯において，ヤマナラ

シの試験研究のため，大正12年寅役人となってしばら

く席を満いた。その時に索I上6県の国有林のヤマナラシ

天然樹を調査したが，ほとんど見るべきものがなかっ

た。しかも私の調査したものは全部が全部，造林に不適

のものの承であった。忍はその時，東北地方にほ私の提

唱する優良変種は遺憾ながら生育していないとあきらあ

た。

優良変種の発見，育成，繁殖は容易ではないかも知れ

ない。しかしわざわざ外国から飛行震で輸送し，そうし

て第一歩から試験研究するよりほ安易だと思う。それに

国産のヤマナラシに就いては，不完全ではあるかも計ら

れないが，若干の資料もあり，これを参考とすることが

出来る。

私は声を大にして叫びたい。外国産ヤマナラシの試験

研究，双手をあげて賛成する。しかし日本にもりつぱな

在来ヤマナラシがある。これも並行して研究してほし

い。しかし国産ヤマナラシの変種ば精細に研究すれば10

数種以上に上る，この点は充分に諒知してもらいたい。

現在の私でも7つや8つの変種臆肉眼でも鑑定が出来る

確信を持って居る｡お役に立つならば減の推奨する在来

ヤマナラシの擾良変種の撰別，鑑定には犬馬の労をとる

ことも敢えて辞さないつもりだ。

大方の林業家，製紙業者の猛省を促し，催良変種の保

存育成，ならびに近き将来においてヤマナラシ人工造林
の実行の棲運が1日も早く来らんことを切望して己まな

いり
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ユーカリの林が出来上るまで

片家美喜夫

しかしとにも角にも姉胞績造林地が出来上った率から

世_I皇の注目を集め，パルプ会社その他造林着手するもの

も相ついで鰯つれ，31年度には20ha,32年度には100

haの造林が実施せらるるに至った｡又2,3の種苗業者

によって本年春には約40万本の苗木を生産し全国的に

送り出しを行っている。

砺和30年春植えた原谷i剴氷地の内1,3haの団地抵

織f後満2年，播種後2年半を経過しているが杉，櫓で

あればまだ苗木養成期間中の掛令なのにこのユーカリ林

では平均樋僑5.3m,平均卿笥直径4.5cm,1ha当り

諒資18m3という誠に麓異的な坐育をとげている。該林

地は土趣Bb,深さ30cm:～90cm,極及びコシダ生地

で極めて生産力の低い林分であるにかかわらず斯る承ご

と厳生長をはかったのであって，もしこの林地に桧を植

栽した蝪合はおそらく20年の歳月を要したであろうと
恥

見られている。

次に昭和31年春造林した池田の10haの山では，植

栽後満1カ年ですでに平均樹高1.65m,平均胸高直径

1.3cmのすぼらしい成長を示している。なお南部町南

部高等学校校庭に植えられたサリグナ種は植栽後6年に

して樹高16m,胸高直径30cm,幹材積0.3m3に生長

し，既に開花結実しているので，この種子を本年4月採

取，播種したところ2週間目に発芽して現在では3cm

程度に伸長している。この成功は’封度2万円もすると

いう輸入種子依存から脱却する為にも育種上からも大切

であるから挿木造林と共に今後も引続き研究を進めたい

と思う。

2・造林方法とその改良点

ユーカリの特性と造林失敗原因を分折し当地方で特に

改善工夫を加えた主な点ほ次の通りである。

まえがき

私の勤務している和歌山県日高地方事務所管内は紀伊

半島の中央部に位置し気候温暖で雨多く樹木の生育条件

に恵まれている。ところが西南部海岸寄りの地域は鉄道

及び市街地に近い関係上従来短伐期皆伐作業を瀕繁に繰

返し来り加うるに中世層叉は第3紀層に属する表土の浅

↓地質である為林地は年盈せき頚上し既に杉桧は育た

ず，赤松黒松林椎樫類を主とする薪炭林及びコシダ，ウ

ラジ厚シ〆，笹類の叢生地等土地生産力の極めて低い林

分が其の大部分を占めている。こんな地利に恵まれた広

い地域で林分生長量の低い林業経営を行っていることは

洵に勿体ない話であり私達はここ数年来この問題解決に

腐心して来た。そしてまず辮悪林地改良に着手し，次に

ヤマモモ，ワツ1､ル等の造林を行い或程度のある功を収

めつつある狐，就中従来成林困難といわれていたユーカ

リ造林につb･ては官民一体の堪えざる諄心研究が実を結

びその成林にやっと明るい見透しをもてる様になったの

で，以下其の経過と欧良点並びに将来観について概要を

報告申し上げたい。

1．造林の経過と現況

ユーカリの育苗を始めたのは昭和28年で当初はグ戸

プラス，サリグナ，ロブスター，サリシホリア等数種に

わたって試験したが各地に現存するユーカリでばグロプ

ラスが断然多く，これは成長が早い上に工業試験でも好

成績を収めている関係上，其の後は主にグロプラスをと

りあげている。

初年度山地に植栽した苗木は30crn～|40cmの大きさ

のもので杉檜並の植付げを行ったが，ほとんど活着せず

この年の造林は完全に失敗した。

翌29年に入り育苗者，造林者共に色有工夫を加えて

苗木を育てて各地に試植し，特に南部町に1haの集団

植栽を行なった結果生育率40％得られたとはいえ爾後

の管理不充分もあって全般的成績は芳しいものにはなら

なかった。

その翌30年春は過去2カ年の失敗に鑑承苗木の仕立

方および植穴掘り，施肥等あらゆる角度から再検討を加

え，日高町地内に2カ所，約8haの造林を実行した。

その結果原谷の1カ所はゑごとに成功したが，他の1
カ所は非職に不揃な林が出来上った。
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苗圃の土壌改良を行うと共に寒害予防の見

ビニール被覆,籾殻散布，霜覆の設磁等を行

また水苔播種，稲株播種，露地播種，箱播，

法等を研究の結果は露地播種が量的生産上最

との結論を得ている。

いろいろ試承たが苗木2cm位の時堀坂つ

に包承，ゴムバンドで固めて床替も，力月後て水苔に包承，ゴムバンドで固めて床替も1カ月後

山出しをする法と普通床替を行った後士団子によっ

て山出しする方法を現在最も多く用いている。

侭）苗木の輸送水苔球による場合は遠距離輸送に堪

えるし，土団子は植栽地近接の場合によく用いられ筆者・和歌山県20森林区林業技術員
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片家：ユーカリの林が出来るまで

ている。荷造りには炭俵又は菰を用い中に木綿を敷

きつめて幹及び葉部の損傷を除くと共に苗木の衰弱

を最小限度に喰止める様に工夫している。

倒植付の準備ユーカリは極端な陽樹であるから地

鏥は全刈叉は焼払によっている。穴堀りは秋より冬

にかけての艇閑期を利用し実施する様にした。植穴

は，承かん類を植える際と同犠に.大きい程良いが

60cm四方，深さ45cm程度に堀り施肥の上埋戻

しておく。肥料は固形肥料ならば⑲2号を5～10粒

配合肥料なれば100g程度をやっている。植栽準備

の良否と苗木卿法如何はﾕー ｶﾘ造林の成績を左
右する大きな因子であると思われる。

（5）植付植付時期は4～5月頃に行っているが，あ

まり早く植付けると寒害を受けるおそれがある。植

付ける場合一方に排水路を設け地面より積灸深目に

植えておき植栽2，3カ月後に根元に土寄せを行う

様にすれば風倒被害の防止上相当効果があがる。植

栽本数は，土地の肥澪伐期等によって決定さるべき

ものであるが，現在1ha当り3,000本程度植えて

いる。成績の見透さえつけば1,500～2,000本でよ

いではなかろうか。

（6）植付後の管理植え方さえ適切であれば，大部分

活着する。活着したかどうかは植栽後20日も経過

すれば判明するから枯損が多い場合は直ちに補植を

行う。初年度の下刈は特に町嘩にやる必要があり，

雑草木繁茂のはげしい所では年2回以上行わなけれ

ばならない。

3．造林適地

適地の選定を誤った為に造林を失敗した従来の経験か

ら見て次の様な点に留意する必要があると思う。

（1）気候と樹種最も多く造林されているグロプラス

は最低気温零下6度以下の地域では寒害を受げ易

い。サリグナ，ロブスター，グランデイス，サリシ

ホリア等は，いずれもグロプラスより寒さに弱い。

反対にグンニー，ピミナリス，コクシヘラ等は寒さ

に特に強いから蕊也の造林に向くと思う。

値）林地土壌はなるべく深い方がよいし，水はけの

悪い谷間等の低湿地はさけるべきであり傾斜は緩斜

叉は平坦地が望ましく，急峻地では風倒被害を受け

やすい。

侭）風風衝地はなるべくさけなければならない。特

にグロプラスの場合，海岸近接地では潮風の被害を

受けやすい。

4．收穫予想

日高町上志賀，傾斜15度南向檜林内に植栽されてい

たグロブラスの大木を昨年12月伐倒じ樹幹析解を行な

った結果別表(2)の通り，樹令32年にして樹高23m,

胸高直径54cm,幹材積2.42m[3,枝条材機0．6m3")

り，この元玉より6寸の碁盤2面を採取したが，200～

300年の「カヤ」に匹敵する。32年生のユーカリ碁盤は

町の話題に上っている。その生立地附近の同令木は平均
胸高直径20cm,樹筒].3m,材砿0.18m3であったに

比べて如何にすばらしい成長をしていたかが伺われる。

なおこのユーカリ材を原料として製炭試験を行った結

果，白炭の場合は収炭率12％，硬度12.,黒炭の場合は

収炭率19％，硬度8°で，「なら」炭程度の良質木炭が

得られた。叉神埼製紙株式会社で，パルプ生産試験を行

った結果，未晒歩止り66～68％であったとの報告を受

けている。さきに述べた昭和30～31年度の造林地は今

後の成長がどうなるかは未知数であるけれども，諸般の

実伏を総合して恐らく1カ年1ha当り15～20m3の成

長が期待され，この事ほ本林視察の林学者達もこぞって

認めている。

この林は大体10年毎に伐採しI畔Iの補給を行いつつ

萠芽によって10年毎に1ha当り150～200m3の収穫

をあげられるものと想定されるから，この場合の採算関

係を調査した結果，別表(1)の様な数値を得られた。も

しこの数字通りに成林したとすれば，奥地に於ける杉檜

の造林よりも遙かに有利な林業経営が成立することとな

る。なお10haの山を対象として毎年1haづつ10年

間造林し，11年目より毎年1haづつ伐採利用すると共

に肥培管理を繰返すと，杉檜の適伐期と見られる40年

後の採算関係に於いて実に700万円の純益があげられる

計算が出てくる。

あとがき

日高地方のユーカリ造林は育苗開始以来既に4カ年，

失敗に失敗を重ねながらも1歩1歩工夫改善を加え遂に

原谷及び池田のあの象ごとな造林地を造り上げることに

成功した。この事は当地方海岸寄り地帯の森林造成上に

一転機を街らしただけではなく，木材資源の洞渇にあえ

ぐ日本林業の将来に明るい一石を投じたものといえる。

この段階に至るまでには，有本，月本，古久保,長坂

氏等の民間人，副井，前田，中川氏等県技師達の絶えざ

る苦心改善が積尋重ねられているのであって，たまた蓑

その中心地域の森林区に駐在し，直接間接その仕事に当

って来ただけに私の感慨も一入深い。

しかしながら，この2つの優良造林地といえども，未

完成品であり今後こうした成長振りが続くだろうか。風

病虫害等にやられる心配ほないであろうか。萠芽更新が

予想通り成るであろうか。造林費はもっと安くならない

だろうかなど，まだまだいくつもの疑問点や改善点が残

されている。

私達は今後更に研究改善を加え経済林業としてのユー

カリ造林を是が非でもこの地で完成させたいと念顔して

いる。

最後に普及事業は，目によって教えることが一議遍首

であることをつけ加えておきたい。

ユーカリの造林を始めた頃はまったく見向きもしなか

った地方の人達が膓浴を見，池田のすばらしい戊休実態

に刺戦されて今では視察者が，あとをたたないまでにな
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片家：ユーカリの林が出釆るまで

上ったと言う事実に，むしろ私達は驚きの目を見はって

いる。

つたばかりではなくさして奨励もしていないのに自主的

に至る所で造休が開始され既に130haの造材地が出来

(別表1）ユーカリ林経営収支概算表1．支出の部.(1ha当り）

蹄隼腫|議頚|徴鑓|蝿“１
１
金“|管－．鯉|管－．鱒｜” 考

造林費

苗木代

地捧費

穴堀施費

植付費

肥料代

下刈費

雑費

計

地代

造林諸費
〃

〃

〃

固定盗産税

管理菱

合計

1
円

36,000

10,000

24,000

2，400

10,000

2，400

3，釦0

88,000

35,000

28,000

26，800

26，800

26,800

3，200

20,000

254,600

門
12

400

400

400

1,000

400

本
人
人
人
俵
人

０
５
０
６
０
６

０
２
６
１

０３ グロプラス

○1号固形肥料

円
619，520

246，400

168，465

108,766

66，772

40,992

9，664

30，200

1,290,779

円
1,317,756

524,120

337,805

187，228

95，176

48，383

15，970

99，814

2，626，252

~

撫育及2，4，6年目獅凹

萠芽整理及獅巴‘

撫育施肥

萠芽整理及施肥

却
倒
削
劃
副
凶

１
２
３

も

2.．収入の部

|頚‘|ゞ ’ ’ 11
価
妬
円
琢
葬
卸
皿
岬
趣

０
９
８
４
６
５
８

巳

Ｐ
〃
夕
３
３
９

二
５
７
７
０
３
鯉

２
７
４
３

後
Ｐ
Ｌ
，２

後価
P=0．07

円
2，176，975

1,106,649

562，581

306,000

35,000

4,187,205

I

考実行年度 量

、跡

170

170

170

170

円
０
０
０
０
０

価
０
０
０
０
０

８
８
８
８
０

り
う
り
フ
サ

単
１
１
１
１
弱

金額

円
306,000

306,000

306,000

306,000

35,000

1,259,000

備

伐
代
〃
〃
〃
計

主
地

10

20

30

40

《
一

生立地日高町上志賀ひのき林内(別表2）ユーカリ（グロプラス）の生長霊

樹高、 胸高直径c、 材
一
総
一
睡
叩
哩
唖
唾
抑
御
霊

｜
榊
仙
仰
僻
翌
、
岫

積
平
０
０
０
０
０
０
０
０

年連

３
ｍ

備 考樹令

総｜平均|連年総｜平均|連年 ’
4．02

10.80

19．80

31．66

42．60

51．48

54．20

57．60

9．89

17．62

18．03

19.59

21．60

22．70

23．20

６
Ａ
－
８
１
０
２
－
，

９
５
０
３
４
２
２

●
●
●
弓
●
●
Ｃ

ｌ
１
０
０
０
０
０

1．96

1．76

1.”

0.98

0．86

0．76

0．72

0.80

1．35

1．80

2．37

2．18

1．77

1．36

0．80

1．08

1．32

1．58

1．70

1．71

1．69

５
０
５
０
５
０
２
付

１
１
２
２
３
３

反

１
２
２
４
５
６
７
７

０
０
０
０
０
０
０
０

◆
■
●
●
●
Ｐ
Ｏ
Ｇ

０
０
０
０
０
０
０
０

Ｉ
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１
１

宮城県本吉地区におけるスギ種子の採種時期

における質的観察について

跡部一

l
lr

雄
｣’

1．はじめに

私は，国有林野事業に身を捧げて長い間，各地方地方

でのもっとも適した性質のスギの種子をもつとも安定し
たしかも格安な経費で採種できるためには，一体いつ頃

の時期がいいのだろうかと考える事が多かったのであり
菫す。というのは，一殻的には各先賢が文献に残された

ものによって濯が＄蔬萱を行うとき，どうも現地ではその

お説に合わないところがでてくる事であります。不経済
な労力と尊い時間とを喪やして服に落ちない事が度を私

にはあったのであります。そこで，まず当時の任地であ

りました宮城県本吉地区ではどうであろうかという気持
から始めたのが’この観察だったのであります。

2．場所，地況および母樹の状況

場所は，宮城県本吉郡志津川町戸倉字水木山国有林
本吉経営区66林班内）で，明治32年度のスギの人

工植栽地であります。

地質は，礫岩を母岩とする中世累三畳系に属し，東南
に面した中斜地であります。深度中，結合度軟，温度は

適という，礫の多い壌土地で，常風は北西から吹き，風

衝程度は普通で，本吉地区の昭和31年の年間の気象伏
況は，現地の志津川小学校の観測によりますと，別表

(=No.1)および図No.1の通りであります。海抜

高は約60mあります。

観測に使用した母樹は以上の様なスギ人工林内の同令
の造林木で，林内の中庸とふら
ﾕ宛ユー耳垂＝tLLb也拳．＝しエヨー々〃ハハ汗▼粛厩

風選したものの重量を測って承ました。こうして12月

18日毬果採取分迄13回の採取観測をしたのでありま

す。

この観察測定の結果，でて来ました成果をさらに記録

の上からその時の毬果重量1kgに対する精選種子重量
の比と，1升の毬果を精選した結果とする計算上の種子

の重量を出し，なお，粗選の時の実量と精選結果の重量

の比も計算して承たの看あります。

4．その結果

以上の要領で測定し計算した結果は,別表(表No.2)
の通りとなりました。そこで，潅はこの表No.2とこれ

から作りまし左図No.2について，今から検討したいと
存じます。

ごらんの通りこの図表では，毬果].kgに対して嶽雲

種子量のもっとも多い収穫を示したものほ,10月の18日

と28日で，各1.80％であることを発見するのでありま

す。次いで9月28日が1.75％，これよりやや落ちて10

月8日の1.65％となり，11月7日の1.40％以降は急

カーブで低下していることが目に入ります。この測定で

は，8月18日から9月17日迄の4回と最終回の12月

18日の分は，罐種子が収穫されていません。

次に毬果1升から糠塁してできた種子の分量をみます
と8月18日から9月17日迄と12月18日の無収穫を別

として，10月18日と28日が10.69で最高を示めし，

二

0

夙

れた生育状態を示めすものの中
の1本を選定したのでありまし

て，別紙供試料表に示めす通り

であります。

3．実施要領

そこで私は，以上の母樹を使

い蓑してスギ種子がもう採収で

きる頃と思われました8月18

日から10日毎に，この1本の

母樹から手もぎの方法で毎回1

kgずつの毬果を採ったのであ

ります。そしてこの毬果をすぐ・

升目で量り，さらに天日で乾か

した上，まず1cm目の「ふる

い」で通し，ご承を取った上で

その重量を測定し菫した。次に

これを2xnnl目の「ふるい」

にかけ，さらに「蕊」を使って

切り妙＝

凡例

鯖天日数一

最商笂娼℃一・一・
平均霞激mf----
最低気温℃－．一

気象観測値傾向図 (図No.1)
S3I(志瀧川ﾉﾊ学校）

”辺

勿0唾
一吋一・一・一X,.

、
一

〆｡X一・一・～X一・一｡＝X一 、

〆

１
Ｊ
聖
１
１
『
綱
「卿

〆

／／

〃 タグ

〆X 〆

』頁
〆

率
降
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跡部：宮城県本吉地区におけるスギ種子の採種時期における質的観察淀ついて

かに低下して16.5％以下となっています。この3本の

違鎖線を総合して検討して承ますと私は，ここに10月

18日を頂点とし，この頂点をとりまいて10月28日の次

点，9月28日の第3高点と10月8日の第4高点とが一

団になっている事を承つけます。そこで私は，昭和31

年度のスギ種子の採種寿期は9月28日から10月28日

迄が安定した期間であった事を知るのであります。

9月28日の10.39,10月8日の9.79,11月7日の

8.88gとなり,11月18日以降は6.19以下と急げきに
下降しているのがふえます。

さらに私は，錘墨した結果と幟雲したそれとの比を検

討しました。ここでは10月18日の220%が騎笥とな

り，10月28日が少し下って21.7％，次が9月28日の

21.6％，10月8日の20.1％となり，11月7日以降は俄

第1表宮城県本吉地区（志津川小学校観測）

における昭和31年の気象状況

宮城県本吉地区におけるスギ種子の採種時期

による質的観察供試料表

｜気晴天
月別降水量
日数

温 樹種

母樹所在地

スギ

宮城県本吉郡志津川m]戸倉字水木山
国有林（本吉経営区“に）

57年
15m

24om

中庸

術考

最高|協語)|最低’
oC

I0．0

14.0

21．4

24．5

29．2

28．1

30.1

32．4

33．7

25.0

16．5

12．3

℃
０
４
２
９
７
１
２
６
８
５
１
４

℃
６
０
２
５
０
８
８
８
９
３
２
２

日
曜
焔
巧
妬
四
喝
皿
蝿
加
哩
加
劃

ｍ
９
５
９
４
０
３
９
０
５
９
６
５

ｍ
鍋
鰹
”
蝿
哩
唖
迦
甦
錘
皿
錘
喝

１

１
２

|:震霞：
母

樹

|繍
母樹
の

環境

母樹本数
採取部位
採坂期
採取回数
毎回採取遼

９
９
５
２
４
０
２
１
６
１
１
９

１
１
１

一
一
一
一
一
一

１
２
８
４
５
６
７
８
９
０
１
２

１
１
１

●
●
■
●
の
今
。
■
●
●
ｃ
ｃ

１
１
５
ｕ
立
如
丞
詔
幻
略
、
１

‐

約60m
東南向
中斜地（27）
林分

1本
梢画祁M近
18/8～18/12
10日毎13回
毬果1kg

儲鳳}・縮…噸”蹄遥

天日法

｜
|，

精選の方法

毬果の乾燥法

備考

6

b

第2表観察測定記録（本吉66に）

1

種
量
一
側
ｇ
－
Ｑ
Ｑ
Ｏ
娠
唖
皿
岬
咽
皿
恥
嘩
・

選
重
精
子

毬果採供試料

収月日重量

(A)
k9

8.181.0

281．0

9．71．0

171．0

281.0

10.81．0

181．0

281．0

11．71.0

181．0

281.0

12.81.0

18i、0

粗選種

子重量

{c)gl

供試料

升目

(B)
升
1．5

1．5

l.5

1．6

1．7
1.7

1．7

精選率
D/A

％

粗精比、
－

D/C
乾燥日数

％

一

（処理日）
未開につき10月28日
はいきした
(28/10)60日

{;‘‘｝影
（〃）29〃

&洲：}ガ
(30/11）23〃
(13/12）25"
（〃）15〃
(31/12）23〃
(10／1）23〃

一
℃

●
■
●
ゅ
。
●
●
○
自
争
。
●

１
０
９
１
２
２
３
５
４
０
０
１

５
７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
２

21.6

20.1

22．0
21．7

16．5

13．1

11.3

13.1

｜
お
託
帥
鋤
如
○
妬
妬
一

①
早
申
■
◆
『
０
Ⅱ
４
。
■

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
１

｜
β
〃
ｂ
６
ｐ
Ｊ
〃
８
－

０
９
０
０
８
６
４
５

１
１
１

８
８
８
０
２

Ｇ
口
●
■
●

１
１
１
２
２
’

’ ’

1という絡段の違い方をしていたのであります。
この様な有様でしたので，第’回目の分と今回の分と

の平均値を出してその適期を抽出するという事は，私と
しては甚だ危険なものと考えられましたので，さらにこ

こ数年間，この観察を続けて行って，少しでも早くこの

地方の安定したスギ種子の採種時期を掴琢たいものと思
っております。

（おわび）誌面の都合上図No.2は略しました。

5．むすぴ

この観察は昭和30"l来第2回目のものでありまし

て，第1回目の成果とは相当な「ずれ」が承られまし

た。というのは，昭和30年度とこの31年度の気禦伏

況がずい分くい違っていましたし，毎回の採取した毬果

そのものの質も第1回目の時よりずっと劣ってい寮し
た。特に精選した羅深の種子の分量においては，第1回
目すなわち昭和30年の観察の成果に比べて大体4分の

－36－
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_上廻っていまず。また1人当り1日の勤務時間を，1カ

月24日として計算すると1日8時間36分と割出され

ます。

2．勤務時間よりみた問題点

次に，勤務時間の分析をとおして，若干の問題を検討
いたしますと，第1に，交通時間の非常に多いことであ

ります。ここに計上されるものは，勤務中のすべての交
通時間であって，計画，普及の何れの業務に属するもの
であるかは，不明でありますが，何れにしても勤務時間
の2割近くがこのために浪費されていることは，山村に
駐在する林業技術員の業務遂行上看過出来ない問題であ
り霞す。これは，森林区面穣の適正化を必要とする問題
につながりましょうし，また現在の林業技術員が活動上

ほとんど機動力をもたないことも明示しているように考
えられます。林業技術員は，「自転車を新らしくもらっ
ても，1年粟れぱほとんど駄目になります」とか「自i伝
車では仕事になりません。平坦な道ならともかく坂道が
多いので，なんとか軽二輪がほしいものです」と，これ
がすべての技術員の声であると信じます。

第2に，全体的に計画業務にたづさわる時間が多く，
普及業務のそれが少ないことでありますが，これは法律
的な義務づけをもってその実行を強く規制される実施計
画の仕事は，実行の面で常に優先的にとりあげられ，反
面企画性，独創性，高度の技術水準を要求される普及業
務は，姥較的とりつき難く，さらに旧経営指導員が75

私は,岐阜県の森林計画業務を担当する技術員であり

ます○いうまでもなく紘業技術員は，実施計画の作成並

びに監督と林業改良普及との性格的に異なる2つの業務

を併せ行っているわけであり童す。その一つは警察行政

であり，他の一つはサービス行政であって，職務統合以

来,林業技術員はこの両業務の関連性において，またほ

個乾の業務において，種だの問題を投げかけたことば事

実であります。この際多少なりともこの問題を追求して

今後の林業技術員活動の参考となれば幸いと思い，ここ

に所見の一端を申し述べて諸賢の御批判を仰ぎたいと存

じます。

1．昭和31年度における林業技術員の勤務状況につ

いて

まず最初に，岐阜県における林業技術員の総数84名

の職務統合以来1年間における勤務状況を申し述べ童す
と，別表のとおりであります。

別表の資料は，毎月林野庁へ報告する勤務実績表に基

ずいたものであり蓑す。これによりますと，交通時間が

全体の約18％を占め，以下伐採の照査が12％，調査研

究が8％,造林地照査が同じく8％，戸別指導が7％と

なっており’1％に満たないものは，映画幻灯，ラジオ

による普及活動であり，その他はほとんど2乃至4％の

範囲であります。次に，計画と普及業務のそれぞれにつ

いて合計したものについては，計画業務が約29％，普

及業務が約16％となり，計画業務が普及業務を遥かに

＝
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をもって満足も出来ましょうが，森林所有者が実行に移

し，しかもその結果，生産量を増してこそはじめて効果

を考えるべきで必らずしも対象とした人数や集会の回数

の象で効果を測遥出来ないことは当然であります。

次に林業相談は，約3％であって，これは来訪及び通

信にあてられた時間であり蓑す。私がある地区の戸別訪

問をいたしました際「林業技術員というものを御存じで

すか」と尋ねたところr一向知りません」と答えたので

『Aさんを知っている」かと再度質問を発したところ

「その方ならよく知っている」と答えました。つまり私

を林業技術員として普及や森林計画の業務を行い，自分

達の林業経営に技術を導入してくれる人であることを知

らない。これは考えさせられる問題の一つであって，森

林所有者から相談をもちかけられることは，技術員の人

格と職務を認識している証拠でありまずが，技術員とし

ては自分を誰々さんと呼ばれ顔形もお互に知っているの

で，業務についてはよく理解されていると思っている場

合が多いのでありましょうが，予想外にこのようなケー

スがあるのではないかと感じた次第であり蓑す。

「その他の普及指導」は，業務連緒打合わせ，報告書

のとりまとめ，その他の普及及び計画に関する業務を一

括したもので，計画，普及業務等灸と承るのが至当です

が計画や普及本来の業務とほ認められません。

なお，「普及指導以外の業務」は，約6％となって､、

ますが，これはむしろ過少な数字であると考えられま

す。技術員は市町村役場あるいは森林組合に駐在する関

係上，雑務は想像以上に多いのではないか，よしんぱ勤

務の名に値しないとしても，技術員が山村の中に生活す

るがために，各業務を行った上に，こうした雑務に忙殺

されるのではないでしょうか。

3．今後における問題について

上来，勤務時間から考察して，第1に技術員が交通に

喪す時間が多いこと･第2に森林計画と普及業務の時間

的配分，第3に普及方法の形態について，この実態と若

干の問題を追究したのでありますが，これは我術員活動

を側面的にとらえたに過ぎないのであって，技術員活動

の理念として，その核心を何処におくか，これが今後の

課題であると思います。

あるいは森林所有者は，極めて示唆に富んだ話を聴か

せてくれたのであります。「農業改良普及員，林業改良

普及員あるいはまた蚕業改良普及員等それぞれ専門の事

情に詳しい方の話を聴いていますとなる程と思》つれるの

ですが，それぞれ自分の専門にぱかり熱中されて，山を

見る人田畑を見ずで，われわれは良い話だと思いながら

も，労力や資金の面もあってどうすればいいかまったく

％，旧林業技術普及員が25％であって，職務統合の初

年度であるため，いきおい旧経営指導員は普及業務の実

行に戸惑ったのではないかと推測されます。職務統合の

直後，旧経営指導員は，「貴方は，普及業務もやること

になってどう思いますか」との問いに，「これこそわれ

われが望んでいたところです」と異口同音に答え，伐採

制瞬芙かり喧しくいっても森林所有者は，なかなか聞い

てはくれず，森林計画の本旨を理解してくれない。普及

業務も併せ行うことになれば許可制度もより守ってくれ

るでしょう。と理由を述べたのであります。つまり旧経

営鬚導員はほとんどが，普及業務を歓迎したもののごと

く，ただ過度的に普及業務が若干計画に肢行しているの

が莫相であると申されましょう。

なお，旧経営指導員に対して普及業務の徹底を図るこ

とが切実に要請され，既に講習会を実施しております

が，さらにこの必要が感じられます。

第3に，普及業務の形態についてであります。一・般的

に申しまして，技術員が所有者に普及活動もしくは働き

かける形態は，普及客体が個別的であるか，集団的であ

るかによって区別して考えられます。別表の区分極よっ

て申し童すと，戸別指導は前者に属し，これに反して，

集会指導，映画幻灯，ラジオ，印刷物等ば，集団的な普

及業務であると考えられ，林業生産の発達の段階に相応

し，しかも森林所有者に共通する資料をもって，直接個

人を対象とせず，いろいろな技術についての知識と理解

を高め，その]反捨選択は個人の自由に任せる形態であり
ます。

ところで，戸別指導が約7％であって普及業務の全体

から承てかなり多く，それに反し集団的普及方法臆，比

較的少なくなっています。普及方法の形態は，普及計画

の内容を実行するに先だち，重要な意味をもつものであ

り，その地域あるいは普及対象の林業発展の段階に適合

することが，普及技術として第一に考えられねばならぬ

ことは当然であり，蓑た普及業務はただちに技術につい

ての知識と理解を高めることにとどまらず，普及技術を

将来益為進歩せしめる意味において森林所有者が，林業

技術員の働きかけに対しいかなる反応を示めすか，換言

すれば普及事業の効果を測定し得るような形態をとるこ

とが望藍しいと思います。かかる立場から，戸別指導は

他の集団的な方法よりも具体的であります。

技術員は，少ない時間をもって厳るべく効果をあげる

ためには，戸別指導よりも集会指導の方法を選ぶべきで

あるといわれ童すが，普及効果から考えると必らずしも

肯定出来ないと思い室す。もっとも人を集あるという目

標から普及効果のあらわれと考えるならば，集団的方法

一
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L

《
一
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伴田：林業技術員の活動について

的規制が，私経済に随従することは認むくきでなく，国

民経済的林業生産の目標と私経済のそれとにずれを生ず

ることは，林業技術員が，たんに林業技術の普及の蕊に

とどまらず一厨私経済的合理性を追究し，国家目的を果

たすべく，技術的により高次の段階において調和を図る

必要性の存する所以であり，今後に課せられた重要な問
題であると確信します。

徒らに問題をのみ取り上げて，その対策を見逃す塵り

を免れませんが，本年度は，私経済と普及効果の関連性

について具体的調査の実施と，また農業，蚕糸等の普及

員との連蕊を密にし，同時的に普及客体に働きかけるこ

とも実行方法の一つとして計画している次第でありま

す。

判断に苦しむのです」と，またある林業技術員は，戸別

指導に艇家を訪問したところ，職んに折衷苗代のことを

尋ねられ没薬改良普及員の存在を説明して引下ったと苦

笑していたのであります。これは林野庁においても指導

されているとおり，私経済の理解に基ずいた普及計画の

必要性を如実に物語る一例であります。

また一方，実施計画も反省期に入り，その実効を問わ

れる段階にきたのでありまして，森林計画が，国民経済

の発展のための森林生産力の向上を図ることを第一義と

し，必要な国家的規制を加えることを本旨とし，森林所

有者が束縛を受けるのは当然ですが，自らの生産意志と

合致し経済に役立つと考える限りにおいて森林計画の圧

迫感から免がれるのでありますが，だからといって国家
“
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兵頭正寛和紙とその原料

加納盃成長と材質
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平井信二材料としての木材

沼田大学著名なる満学者

清永健介空からの森林保護

中山博一航空写真と森林
永田洋平森のいきものたち
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〔紹介〕 世界のファイバーポードエ業の推移

中村貞成

；一・．．‐まえがき‐一・一・・

I国連のFAOが4半期毎に発行しているUnasylva誌には,CommodityReport(Rapportsur

ilesproduits)という棚を設けて，製材．合板．パルプ．製紙．繊維仮．削片板などの主要林産物に関；
Iする報告を，毎号，項.目づつ掲載している。この報告は，主にそれぞれの国際会議用費料として,FAOI

，事務局力:加盟国の公式報告や,会議出席の各鬮代表の提供資料をとりまとめたものであって,その内容｜
：は，生産量・需給状況・貿易事情･市況価格・将来の見透しなどが通例であり，10年間位の全世界あ：

、るいは，ある地域（ヨーロッパ地域というような）の業界の推移を簡明にまとめている。

:FAOの林産物統計年報と相まって，世界の概況を知るには，有益で調法な報告である。

｜その1例として，同誌Vol.n,No.3(1957年7～9月号）に掲載されたファイバーボードについ’

＃ての報告の概要を御紹介したいと思う。

：ファイバー讓一ドについては，第1回は1950年の7～9月号（同誌Vol.W,No.3),第2回は

i1954年の1～3月号(Vol.m,No.1)に樺威され,今回のほ第3回目に当り,16表を含めて9頁i
iにわたっている。そして本報告は1957年1～2月にジュネーブで開催された,InternationalBoar･dl

IConsultationにおける盗料に基いたものである。なおファイバーボードについての分類上の定義に関’
：しては，同協議会の勧告によって，従来のハードボードをCompressedabreboardと称し，インシ：
ユレーシヨンボードをNon-compressediibreboardと称して，今後の製品分類上の名称を,FAOと，

，しては始めて公表している。本文では従前通りハードポード，インシユレーシヨンポードの名称を用い｛

｜この両者を繊維板としておいたので，パーテイクルボードは含んでいない。FAOのファイバーボードI

iの分類は本誌No．184,p.25に紹介されているので参照されたい。

－生産一3．1938～48年の間に北欧3厩Iの生産量は3倍に増
1898年に英国で始めてハードポードの製造工場が出加し，全世界の19％を生産した。欧州諸国はハードボ

来てから，繊維仮工業は米国・カナダ・スカンジナビヤ－ドの生産に茄穀の重点がおかれて，ハードポードでば

3国へと約30年を費して蹟波して，1930年には，北世界の38％に及んでいる。

米・欧州の主要工業国では多かれ少かれ操業されるに至4．1955年には全生璽菫量は320万屯を突破し，ハー

つた。第2次大戦直前の1938年には，米国の年産60ドポードはインシユレーシヨンボードに比し急速に増加

万屯を鍵項に，北米3国で12万屯,全世界の総生産量したので，現在では繊維板生産量の50％以上を占める
は82万屯余りに及んでいる。これらの数字的盗料は，に至っている。

第1表から第6表に亘って示され，1946～56年につい世界の繊維板生産能力は，1956年で400万屯を越え

ては逐年の地域別生産量が表示されて，この工業の分布ているが，各国のその概数は第7表で次の如く示されて

とその進展の模様が明らかにされている。紙面の都合でいる。

表は省略するが，これらの数字から読象とられる傾向の 繊維板生産拡充計画は，世界の各国，特に北米・北欧

要点は次の溌鑪である。（単位の屯はメートル.､トン）・東欧・ソ連・日本から報告され，東洋の生産力は，日
1．辮俊板生起量は1938年の82万屯から1948年本．台湾．フィリッピンにおける新計画の成就によって
には200万屯に，1956年には約342万屯に増加し， 1957年末には8万屯を越えるであろうと記せられ，ソ

生産国も1949年頃から，アフリカ・南米にまで及んで連では1960年迄に43万屯に達する計画が報告されて
いる。いる。鑛一ランド，チェコス戸パキヤの1960年の生産
2．1938年に生産された繊維板の85％はインシユレ目標は，それぞれ10．6万屯と6万屯である。

ーシヨンポードで，特に米国では住居の内装用として利1960年迄に世界の繊維板総生産龍力は約500万屯
用され，90％を占めている。

（内300万屯がハードポード）に及ぶことは確かである

筆者：日・林・懐，林業百科鞭典編集事務局長 うと言われている。
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中村：世界のフアイパーボード工業の推移

繊維板の最大輸入国であり，次いでオランダである。こ

のように繊維板の世界の取引の大半は，北米から西欧に

流出するのを主流として，欧州諸国間で行われているの

であるが，最近小量ながら，南阿・ブラジル・ニュージ

ランド方面より欧州向の売込承があった。これは北欧の

輪出国に対する正面からの翻職であり，新しい交易ルー

トと今後の長期競合の可能性を示して，注目すべきこと

である。

繊維板の国際間笈易が引続き拡大する理由は，次の3

要因によって明らかである。

1．世界の大半の国の繊維板市場はまだ小さく，その

需要は増大している。また，ハードボード，インシュレ

ージェンポードも多種多用の製品があり，その用途も多

岐にわたる。国内生産が充実されれば，さらに需要は増

し，むしろ輸入を刺激する。

2．近年北欧の輸出地域の各国では，生産費水準の切

下げを伴う大親模生産溌構の傾向が著しく，この低コス

ト生産は輸入運賃の負担障害を越えて，輸入国の新設計

画に基く生産費に対抗しうる。

3．多くの輸入国では，輸入品が質的に優越性をもっ

ている。優れた品質をもち，特殊用途に向けられる繊維

板は，世界を通じて生産の普及が如何に進んでも，販路

嫁絶えない。

こういった要因で，繊維板の貿易は引続いて増加する

であろうが,東洋.アフリカ.南米などの新規に生産に
着手した国では，出来るだけ異質のもの，または気候・
腐朽・害虫などに対する抵抗力の大いものの生産を考廊

することが朋要である。

－価格一

鯛倒反の価格は，過去20年間にわたって，余り変動

しなかった。一般商品の価緒と比較すると，繊維板の相

対的価絡は徐灸に低下している。これらの点については

第10，11表で示されているが，同じ資料の概要が既に
「林業技術」No.184のp、52に引用されているので

省略する。何れにしても生産者間の烈しい競争は，過去

20年間の繊維板の相対的価格低下を誘引し，それによ

って繊維板が代替品として利用されうるような物資に対

する競争力は増強され，将来の販路は拡張された。

一消賢一

1955年の邦見上1人当りの消菱量は，北欧の20kg

以上を厨蔚に，東洋（中国を除く）の0.09kgが最低

である。極く概算で世界全体として1人当り約1.5kg

総量350万屯近くの識緬反を消蜜している。第12表

には地創捌消隻謹一錘浸が示されているが，次に示して
ある3つの表を参照されたい。

世界の繊維板生産能力(1955～56)(単位：1,000屯）

に下ド義:’’
インシニ

レーショ

ンポード
計合域地

欧州（計）

北欧3国
その他諸国

北米（計）

力ナ友

米国

ソ連（計）

太洋州（計）

東洋（計）

アフリカ〔計）

南米（計）

世界総計

1，525

865

660

2,015

265

1,750

160

115

50

85

65

1,105

625

480

730

100

630

90

95

85

65

60

420

240

180

1,285

165

1,120

70

20

15

20

5

ｰ

I 2,1801,835 4,015

一一繊維板の世界貿易一

繊維板製品の大部分は自国内で消費され，国際間に取

引される鐘は総生産高の1/6に過ぎない。第8，9表に

主要輪出入国の1946～1956年間の逐年経過が示されて

いるが，これを3年毎に括約すると次表の通りである。

繊維板の輸出状況（1946～56）（単位：1,000屯）

域’'9鶴|｣，鯛'19顕'19551‘"6

1｜蕊
計)|101
計）61

認。
計）

計｜‘"'2141'541549158。

ａ
唾
■
巴
▲

地 域

欧州(計

芙洋總
アフリカ(南阿
その他の地域(計

世界総計

綿維板の輸入状況(1946～56)(単位:1,000屯）

"],"|'9491]95211'5511956
州(言う7896｣3313341315
米(#､)325334142161f;’42洋州(>)-1119|7!10
洋(青ツ1791154450

，蕪'3．：：！：2：

界総計｜‘3』’187’2喝45，46！

リ

洋

フ

地

欧
北
太
東
ア
南

一

世

（注）1956年は見込量である。確定数量の詳細内訳
は1957年版FAOの林産物統計年報に発表
されている。

この貿易量から見ると，1955年で5,000屯以上の扱

い国ば，輸出で11カ国，輸入では12カ国に過ぎな

い。北米での貿易趣は，大半が米国・カナダ間の取引か

らなっているので，終始比較的に安定している。輸出高

ではスエーデン1国の承で総量の50%に及び，フィン

ランド・ノールウェー両国で残りの15％を]反扱ってい

る。輸入国については，英本国は10年間を通じて常に

－41－
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中村：世界のファイバーボード工業の推移

繊維板生産と消費の集中度（1955年） この1948年以来の各国の1人当りの消費量の変化艤

興栄ある特徴を示しているのと同時に，鋳朧板の糯窪の
L

将来が幾分予想されうる。しかしながら，各国の気候条

件.建築様式・並びに合板や長大板材の供給量.価絡と

云う諸条件を考慮して判断しなければならないし，別に

台頭しつつあるパーテイクルポードとの競合も当然考え

られることである。

1,000屯，年）－将来の展望一

百分率％

人口|生産|消費

1人当り

消費量
(kg)

地 域

堂牒蒸|”｜”
騨晶暴勇｜ァ！ 7

4．7891

，’ 0．18

各国の繊維板取引高（1954.5）（単位

繊維板生産力は第2次

大戦以来，急激に増加し

未だに拡大されつつあ

る。そのため一部生産者

には過剰投資が既におこ

り，将来の消費は現生産

量より後退するだろうと

見るものもある。こうい

う情勢下で，輸出市場に

強く依存している生産者

は，現在の産地地域外で

新施設が設けられること

に，不安を抱いている。

しかしながら，繊維板

計

上 －’20,000以上

国名｜計｜
南阿連邦46

イ”タリー43

ボーランド40

ベルギ－30

デンマーク26

チェコスロバキヤ25

束ドイツ23

ﾆﾕｰヅｰﾗンド28

オースI、リー22

スペイン20

スイス20

50,000以

国名

米国

英本国

力ナダ

スェーデン

10,000以上

国名｜計

日本’！'
イスラエル’15

アノレゼンテン14

マラヤ12

アイルランド 11

少、ンガﾘｰ

ｭー ゴー ｽ…|M

氾
妬
氾
釦
妬
妬
沼
烈
加
銅
“

４
１
１
１

９１

一

西ドイ ツ

ランスフ

オーストラリヤ

フィンランド

ソ 連

ノールウェー

オランダ

ｆ
ｉ

各国繊緬反消費拙諦奇（1948～55）（1人当りkg) 工業は後進国の生活水準の向上に役立ち，かつ自国内生

産が少しでも進めば，消費の水準はぐっと上弁すること

は確かである。そして，パルプ工業同様に，将来は生産

の分散傾向を辿るであろう。先進生産国の製品は，品質

・価格の多種類を生産するものと，統一規絡の優良品を

生産するものとがある。前者は米国後者ほ欧州の傾向
である。

今回の国際協議会の討論では，繊維板工業は生産技術

並びに工程については，円熟の誠に達しているが，多種

類の製品の利用に関しては未熟な点も多く，製品の品質
の適切な検査，規格の細目，利用上のPRの必要性が

強調されている。この点こそ現下の繊維板工業の成長を
維持する要結である，と結んでいる。

－おわりに－

最初に述べたように，本報告は2週中にやった国際会
議のレポートのR"''m6を，さらに1/5ff縮して御
紹介したので，意に満たぬ点の多いことをお詫びした
い。また，専門の方には時斯的におくれた資料で恐縮で

あるが，日本の現状から考えて，良い意味での木材利用
の合理化は，官民一致して強力に推進しなければならな

い時であるし，この内容がまだ極く一部の当事者間にし

か知られていないようであるから，少しでも読者の御参
考になれば幸である。Unasylva"Vol.XI,No.4に

は，パーテイクルポードに関する同梯報告が掲戦されて
いることを併せて御紹介しておく。，

|'9481'9sZ7311954/･名周

スエ－デン

ノールウェー

フインラ.ンド

カナダ

ニュージーランド

米 国
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英本国
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の要請に応えるため，林業改良普及事業推進上の中心拠

点として林業試験研究の成果が高度に利用されるようつ

とめるものとする〃と協議された。ついで林業試験研究

を促進させ，またその成果を高度に利用しなければなら

ないという観点からの実状に対するつぎのごとき疑問点

を4つあげ，その解決策についての協議が活溌に行われ

た。

1．地方林業行政と研究とが一体となっているか。

2．国の指導が充分行われているか。

3．地方機関の研究態勢は整っているか。

4．普及組織との連繋は充分か。

－全国青少年林業改頁実績発表大会開催一

恒例の全国青少年林業改良実績発表大会が全国林業改

良普及協会主催の下に4月21日より3日間農林省で行

われた。全国各県より馳せ参じるもの男子73名，女子

5名も交じえて盛大に行われた。大会のあらわれている

形はコンクールであるが，大会のねらいはあく童でもこ

の場を通じて参加青少年がお互いに研愛し合い，日本林
業の明日の担い手としての活躍に多少なりとも貢献する

ところがあるようにと企画されている。従って，個人の

研究プロシエクトを主体とする第1部，クラブ組織で研

究を行っているものを主とする一般と学校のそれぞれ，

第2，3部が，第1日午前の発表の後で各班毎にグルー

プ・デイ､スカツションを行った。各人は聞きたりなかっ

たこと云い足りなかったことなどを充分に話し合って，

相互に大きい啓発を受けた模様である。第2日は，各班

の代表者による研究や活動の発表があり，第3日は教育

研究所長の識演があって後,NHKテレビジョンの社会

科見学をもって大会日程を終えた。

当日の大臣賞受賞識ま下記の通り，

第1部個人の部

愛媛私たちの森林土壌の調査研究について

菅原正五拝志中学林業クラブ

第2部一般研究グループの部

三重私の製炭研究の歩象

山本久志知4Hクラブ

第3部学校研究グループの部

三重林種転換を目指してのグループ活動

佐吉才次A･Fグループ

ー本年度。林学賞授与者一

4月10～14日に開催された日本林学会大会で，本年度

林学鴬が次の通り授与された。

林業労働の作業強度に関する研究（白沢賞）

．....…….藤林誠，辻隆道，渡辺庄三郎

林産物価緒形成の理論的研究..….…..､野村勇

枝打に関する研究.．，．…．….……高原末基

懸識鍵蕊蕊蕊識耀
三

最近の話魅
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－大学卒30名採用一

林野庁では，大学卒，国家公務員試験合絡者の内より

本年度採用者を詮衡中であったが，4月1日30名の採

用を決定し，4月16日付で各営林局及び林業試験場に

それぞれ2名づつ配属された。なお，出身校別に分け~る

と下記の通りである。

三重大2，東京大4，北海道大7，九州大1，宮崎大

1，岩索大2，宇都宮大2，新潟大1，東京農工大4

高知大1，鹿児島大1，京都大1，山形大1，鳥取大1

－分収造林特別措置法成立一

資金や経営力等の関係で，補助や融資の措置を講じて

も，なお，自力では造林することが困難なものについて

土地所有者以外の者の資金や経営技術を導入して造林さ

せ，その収益を分収する。いわゆる分収造林特別措置法

ば，4月8日成立した。

同法の成立により，将来の木材需要に対処して，人工

造林面稜を経済的および技術的に，可能な限り拡大する

道が開かれた理である。前号の本棚参照のこと。（4月

12日）

－林業試験研究と指導を強化

しなければならない一

林業関係の試験場や指導所は全国で36あるという。

いったいこれらの試験場や指導所は本来のすがたで運用

されているのだろうか。全国的な観点から，これらの試

験指導機関の実態を見るとき，あるいは設立後古い歴史

とともに着実に業績をあげているもの，逆に古いが故に

動きがとれないでいるもの，新しいが人も設備もしっか

りしていてその運営がよく行われているもの，またつく

ったけれどもつくりっぱなしで，ただ在るといっただけ

のものなど，その存在の実態は極あて雑多であるが，総

じて使命は充分に果されておらず。今後の運営をどんな

要領で行えばよいのかといった点が関係者のもつと･も大

きい課題として残されている。この課題に対処すべく熱

心な協議が行われたのが，今回の地方林業試験指導機関

場所長の会議のねらいであった。協議された内容の大要

を次にのべて承よう。

まず，林業試験指導機関の任務については〃地方林業

試験指導撰関はその研究により地域内における林業上の

技術的問題を解決するとともに，森林所有者及び林業者
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宇和鳥営林署長武市義延（岡山署長）

岡山営林署長黒沢識四郎（長崎県林務課長）

青森局経理課長藤田彦吉（青森局監査官）

青森局監査官渡辺実(青森局経理課）

東京局職員課長柴本正三（大子署長）

大子営林署長木村武夫（〃監査官）

東京局監査官関口派兵衛（甲府署長）

甲府営林署長徳永茂俊（静岡県経営課長）‘

長野局職員課長犬飼信夫（妻寵署長）

妻篭営林署長西尾弥太郎（長野局作業課）

大阪営林局在勤志水一男（山口署長）

大阪局山口営林署長小林光雄（〃造林課長）

大阪局造林課長藤本芳郎（鳥取署長）

鳥取営林署長中村章雄（数見署長）

新見営淋署長藤本公雄（〃監査官）

大阪局監査官藤野泰助（京都署経営課長）

原町営林署長今野錦三（喜多方署長）

喜多方営林署長千村統一(村松鶚経営談長）

函館営林局在勤中尾繁次(函館局作業課長）

函館局作業課長松浦正輔（花輪署長）

花輪営林署長住友重久（秋田局造林課）

熊本支場宮崎分場長松尾安次（林試宮崎分場）

熊本支場宮崎分場長外山三部（林試宮崎分場長）

4月20日付発令

林野庁業務部課勤務大矢寿（大阪局利用課長）

命大阪局利用課長大林利雄（福山署長）

命福山営林署長大江昇（加久藤署長）

命加久藤営林署長定行恒雄（秋田局監査官）

命秋田営林局監査官渡辺実（寒河江署長）

命寒河江営林署長塚田順一（白沢署長）

命白沢営林署長赤坂吉哉(秋田局利用課）

命林野庁業務部課勤務阿部雄一（東京局利用課長）

命東京局利用課長近森嘉吉（秋田局利用課長）

命秋田局利用課長安江宗七（〃職員課長）

命秋田局職員課長中村健次（前橋局利用課長）

命前橘局利用課長下平仁（林野庁職員課）

命青森営林局監査官小林米藤（ﾉ1I内署長）

命川内営林認長畠山竹蕨（〃監査官）

命林野庁林政部職員課勤務柴田五郎（涯原署長）

命薮原営林署長高橋博（長野局計画裸）

人事移動

4月1日付発令

北見営林局事業部利用課長中村知吉（留辺蕊署長）

留辺蕊堰長藤倉功（北見総務部長）

北見局総務部長伊藤次郎（東京局経理課長）

東京局経理課長小林薬（林野庁経理課）

旭川局在勤竹内一雄（旭川局土木課長）

旭川局土木課長小宮山茂（函館局）

林野庁業務部課市川稔（小国署長）

小国署長科葉公（村上署長）

村上署長飯田隆二（函館局）

函館局監査課長飯盛文夫（熊本局監査官）

熊本局監査官緒方勇（〃職員課長）

熊本局職員課長奥薗栄（内之浦署長）

内之浦署長須古｜碕知（熊本局計画課）

札幌局監査官鷲田芳雄（札幌局利用課長）

札幌局利用課長山寺衡（旭川局利用課長）

旭川局利用課長花田伝三郎（帯広局監査課長）

吉田局総務部監壷課長西巻正夫（北見局監査官）

北見営林局監査官

池田栄一（青森局金木署事業課長）

北見営林局監査官渡辺正男（斜里署長）

総哩営林署長村中正一（白老署長）

白老営林署長前田正寛（北見局職員課長）

北見局職員課長山口武（札幌局監査官）

札幌局監査官三沢吉五郎（科田局作業課）

室蘭営林署長坪松茂（函館局監査官）

函館営林局監査官イ淋国雄（東瀬棚署長）

東瀬棚営林署長川端功治（八雲署長）

八雲営林署長嫌田藤一郎（函館局計画課）

札幌局在勤大谷次郎（大樹署長）

大樹営林署長瀬川藤吉（中標津署長）

中標津営林署長原頴男（帯広局造林課）

旭川営林局監査官

海老原宗僻（旭川局古舟別署長）

古丹別営林署長画ll正信（旭川局作業課）

帯広営林局監査官三木田武三郎（滞広局作業課）

林野庁業務部課勤務鈴木敏男（旭川局監査課長）

旭川営林局総務部監査課長豊田真澄（沼宮内署長）

沼宮内営林署長栗林正（北見局監査課長）

北見局監査課長樫村大助（大船渡署長）

大船営林暑長吉田雅夫（林野庁林産課）

林業庁業務部課勤務岩田重夫（造林課長）

科田局造林課長山川忠司（造林課長）

旭川局造林課長牛山六郎（宇和島署長）
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北海道庁異動

林務部森林企画課長中野正彦（道有林課次長）

同林業指導課長小林廠秀（森林企画課長）

同林業指導課長事務坂扱を解く林務部次長簔田茂

同林政課次長長井敬一(道有林課総務係長）

同道有林課次長久保覚（美深林務署長） １
１
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事移人 動

同森林企画課次長飯田要一郎（林政課次長）滝川林務署長坂元進一(北見林務署長）

願に依り本職を免する西原照光（森林企画課次長）留萠林務署長松浦‘幟（道有林課種苗係長）

道有林監査員橋本昌利（興部林務署長）名寄林務署長佐藤謙二（厚岸林務署長）

林業指導課主任技師赤間兵悦（林業指導所木材部長）美深林務署長高木毅（浦河林務署長）

願に依り本幟を免する慶松良以（林業指導課主任技師）興部林務署長大野喜久夫（滝川林務署長）

林業指導所木材部長松本誠一（名寄林務署長）北見林務署長越智正六（岩見沢林務署長）

松前林務署長溝淵政夫（道有林諜直営生産係長）池田林務署長中島孝（留萠林務署長）

倶知安林務署長三浦正幸（上川支庁林務課長）厚岸林務署長五十嵐勝蔵（森林企画課森林班長）

苫小牧林務署長町田武一（扱前林務署長）雄武林務署長川瀬三代吉（苫小牧林務鶚長）

浦河林務署長坪井一郎（後志支庁林務課長）浦幌林務署長佐藤庄助（倶知安林務鶚長）

岩見沢林務署長皿井広（池田林務署長）

附記一本号より人事移動を掲載致すことになりましたので，各支部からも主な移動についてば編集部宛速

報下さるようお願いし産す。（編集室より）

V

A

0

一一一－L－－

通報を受けた支部は直ちにその所属分会に必要項事

を通知する。

2．同一支部内における分会間の移動の場合にも必要に

応じ1．に準じ通報する。

3．本部直結の個人会員の場合には本部に直接通知のこ

と。

以上の手続が行われていないと会誌の配布等に手違を

生じ，叉各支部の事務が非常に煩雑になり藍すので，会

員並に支部叉は分会に於かれても，ぜひ御履行願いま

す。

一一

お願い
－

◇会員の移動報告について

会員が転任等で勤務先叉は住所を移動されたときは必

らず次の要領（支部及び分会事務処理要領）によりその

手続をとって下さい。

1．会員が他の麦部所管内に転出した場合は元所属支部

は分会からの報告に基づいて転出先支部に対し，その

会員の会畿納入状況，会誌配布状況等を記載した転出

通知票によって通報のこと。

矛
董

Ｉ

〔林業技術投稿規定〕
◇投稿原稿は未発表のものであること。

◇投稿原稿は一回について，写真叉は図表を含承印刷出来上り4頁（原稲用紙換算400字詰23

枚位）以内とすること。

◇用紙は原稿用紙を使い，なるべく横書きとすること。

◇図はケント叉はトレーシングペーパーに墨書し色は使用しないこと（図版は縮少して印刷す

ることが多いから図の中の注記，数字，符号等は余り小さくない方が望ましい）

◇写真は必要な最少限度に止め，且つ鮮明な印画に限る。

◇用語は成るべく当用漢字を用い，新カナ使いとすること。

◇原稿には筆者の職名（叉は勤務先）及び氏名を，封筒には住所氏名を明記のこと。

但し随筆，感想，意見，要望等に関する原稿についてば誌上匿名も差支ない，その場合も欄

外に住所氏名を明記のこと。

◇封筒の表紙に「原稿」と朱書すること。

◇投稿の原稿は原則として返還しない。

◇原稿の取捨叉は削除並びに掲載の時期は編集部に一任のこと。

◇掲載の原稿には薄謝を贈呈する。

'必錘

－45－



第12回通常総会開催通知

次の通り開催致しますから万障お繰り合せの上御出席下さるよう御通知申

上げます。

昭和33年5月10日

社団法人日本林業技術協会

記

1．日時昭和33年6月11日午後1時

2．場所本会会議室

3．会議の主要目的事項

第1号議案昭和32年度業務報告並に収支決算報告の件

第2号議案昭和33年度事業方針並に収支予算の件

第3号議案役員の任期満了につき改選の件

第4号議案昭和33年度借入金の限度に関する件

以上

なお総会後引総いて講演会を開催致します。

1．林業技術コンテスト最高入賞者の発表

一」2．特別講演（講師未定）
‐一一ざ言一二三＝一二一二－-．

ヘ

I

▲

I 薗
膏
！

一一ｰへ

編集宝より～一～－一

支郡動静
ー~－

◇林業百科事典については，去る3月26日第5回編集

委員会を開催し，解説項目の決定など企画面の業務を

終了し，8月末日までに原稿の執筆をお願いする段階

に到達した。

◇本誌2月号のはさ承込承で，会員各位にお願いした

「林業手帳」に対するアンケートは3月末で130通の

回答を頂戴した。

近日中に一応締切って次年度編集上の参考にいたした

いので，未投稿の方は是非御協力願い上げたい。

一一一一

◇秋田営林局支部役員改選

前支部長長井経営部長及び委員奈良計画課長の転出に

、よりその後任として次の通り選出された。

支部長鯉淵睦氏（経営部長）

委員荒木一郎氏（計画課長）

一竺

L

会 務報告
一一 一

◇第1回常務理事会

4月2日午後3時から本会会議室で開催

出席者大久保，孕石，高橘，猪瀬，南の各常務理

事及び松川理事長，松原専務理事計7名

◇本誌第3回編集委員会

4月8日午後5時30分より開催

出席者伊藤，杉下，猪瀬，松原の各委員と本会か

ら松原，中村，西村

昭和33年5月10日発行

林業技術第195号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

｜
発行所社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町七番地

一
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森 林資源綜合対策協議会編
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憂うべぎわが国森林資源の枯渇状況を救う手
段としての早期育成林業の重要さは近時林業関
係者の等しく認識している事柄であるが，かね
てから最も声を大にしてこの事を提唱して来た
林綜協が，本邦林学及林業の第一線に立つ権威
者30余氏に委嘱し，早期育成林業の技術的現
段階の総ざらえとも云うべき本書の刊行を企図
してより二年，関係官民の一致協力により漸や
く刊行の運びとなったことは，本邦林業界の行
手に輝しい光明をもたらすものとして慶賀にた
えない次第である。
〔主要内容〕第一編林地肥培第1章林地肥培
の背景とその展開①林地施肥，過去の歩承②
過去における林地施肥不要論の解析③日本の現状
における林地施肥えの展開第2章林地肥培の技術
的諸問題①林木の斐分吸収量②施肥要素とし

ての窒素・燐酸・加里③施肥量と施肥回数④
施肥期と施肥法⑤肥料の種類⑥その他鰄日上
考慮を要する事項第3章林地肥培の効果に関する
＝・三の問題①土壌型と獅巴効果②肥効の持
続性③経済的効果第4章林地肥培の実例とそ
の解説一スギ，ヒノキ，カラマツ，アカマツその他
の肥培例第5章綜合的考察・文献及資料第二編
林木育種①総論②スギ③マツ④カラマ
ツ⑤その他各産地・形態的変異・選抜育種･交雑
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従来嫌等で行っていた

下刈・地栫・柴ﾒ1j･林道切開等の手作業は，
マツカラーブラツシユカツターによって完全

fこ機械化されています。動力はマツ
カラーチエンソーのエンジンを共用

出来ますので至極便利です。
優美な試験成績と型録を差上

げます。（御照会下さい）
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	1958年5月号目次

	拡大造林と林業技術

	北海道における民有林の造林推進策

	製材工業と廃材チップの生産について

	林業労働における技能の意義

	民有林造林事情調査に拾う2,3の考察

	農用林利用に関する一断面

	接木のキメラと交雑について

	ヤマナラシの人工造林について

	ユーカリの林が出来上るまで

	宮城県本吉地区におけるスギ種子の採種時期における質的観察について

	林業技術員の活動について

	〔紹介〕世界のファイバーポード工業の推移

	最近の話題

	人事移動
	協会からのお知らせ
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